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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達していますので、第９０回神

河町議会定例会第２日目の会議を開きます。

本日は、平成３０年度神河町各会計決算審査報告のため、清瀬茂生代表監査委員に出

席していただきます。午後から出席されますので、よろしくお願いいたします。執行部

からの各会計決算説明の後に、決算審査報告をいただきます。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 第９１号議案から第１０３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第９１号議案から第１０３号議案、平成３０年度各

会計歳入歳出決算認定の件を一括議題といたします。

まず、第９１号議案、平成３０年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９１号議案、平成３０年度神河町一般会計歳入歳出決算認定

の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

平成３０年度は、神河町の地域創生実行３年目と位置づけ、地域創生事業の実施を初

めとして、最重点施策として掲げた公立神崎総合病院北館改築事業、ＣＡＴＶ光ケーブ

ル化・超高速ブロードバンド基盤整備事業、そして集落要望の確実な実行を中心に、よ

り充実した住民サービスの提供と安心安全なまちづくりに向け、合併特例債や過疎債な

ど地方交付税算入率の高い有利な起債を活用しながら、確実に財源を確保する中で、さ
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まざまな施策・事業を展開してまいりました。

まず、公立神崎総合病院の北館改築については、本年２月に第１期改築工事が完成し、

現在、第２期改築工事が順調に進んでおり、来年３月末完成、全館グランドオープンの

予定となっています。

次に、ＣＡＴＶ光ケーブル化・超高速ブロードバンド基盤整備については、高速イン

ターネットサービスを提供するための環境が整うとともに、本年４月から指定管理者に

よるＣＡＴＶの新たなサービス提供が開始されており、よりよいサービス提供の実現が

図られたものと考えております。

２年目、セカンドシーズンを迎えた峰山高原リゾートホワイトピークにつきましては、

昨年１２月の雪不足にもかかわらず、約５万人もの来場者でにぎわいました。インバウ

ンドも ０００人とン実にンえており、ン神ンからのンクセスのよさなどの利点を国ン

外にＰＲしながら、さらなる来場者の満足度ンップを図ってまいりたいと考えておりま

す。また、ここを拠点とした町ン観光施設の入り込み客数は、前年度と比較しますと１

⒊９９９の８０万 ５８５人で、各施設ともおお９９前年９みか９９となっております。

このことから確実に交流人口がンえつつあり、地域経済への波及効果も大きかったので

はないかと確信しております。

今後１０年ンの町の基本方針である第２次神河町長期総合計画の策定に当たっては、

町民の皆様により構成された審議委員３０名の方々の御協力のもと、住民ンンケートや

中学生ンンケートを行いながら、住民協働による約１０カ月に及ぶ審議会や小委員会で

の議論を経て、本年３月定例会で承認されました。この計画は、第１次神河町長期総合

計画の将来像「ハートがンれあう住民自治のまち」を継承し、「ハートが安らぐまちづ

くり」、「ハートが賑わうまちづくり」、「ハートが繋がるまちづくり」を基本に、

「大好き！私たちの町かみかわ」を合い言葉に、これに基づくまちづくりに向け、町民

の皆様とともに取り組んでまいります。

また、昨年７月の西日本豪雨において、災害救助法適用自治体に指定されるなど、そ

の後もたび重なる大型の台風の上陸を含め、改めて自然の猛威を実感した１年でありま

したが、事前に町指定緊急避難所を開設するなど、町民の皆様の安全確保を第一に警戒

態勢に当たってまいりました。幸いにも人的被害はありませんでしたが、本年も台風等

の災害に対する万全の体制、備えの充実を図っていきたいと考えております。

それでは最初に、決算額について申し上げます。決算書の１９３ページの実質収支に

関する調書をごらんください。

歳入総額１００歳 ８０７万 ０００歳、歳出総額９７歳 ２１８万 ０００歳、歳   

入歳出入し入き額３歳 ５８８万 ０００歳で、入年度へ入り入す入き財源の １２４  

万歳を万万した一般会計の実質収支額は２歳 ４６４万 ０００歳となっております。 

続いて、決算の概要について、歳入から説明を申し上げます。決算書３ページから４

ページをごらんください。
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歳入決算額は、予算現額１０４歳 １９８万 ０００歳に対し、調定額１０２歳３４ 

６万 ８６０歳、収入済み額１００歳 ８０７万５７４歳で、町税等につきまして５５ 

９万 ６５６歳を不納９９しましたので、収入９済額は１歳 ９７９万 ６３０歳とな  

り、予算現額に対して９⒍１９、調定額に対して９⒏６９の収入でございます。

それでは、決算書１ページから款ごとに収入済み額を申し上げます。

１款町税は１８歳 ４４４万 ４８６歳、２款地方１１税から９款地方特例交付金及 

び１１款交び安全対策特別交付金は合わせて３歳 ８２３万 ２１５歳、１０款地方交 

付税につきまして、付び交付税は昨年度より １４１万 ０００歳付額の２５歳 １５  

５万 ０００歳、特別交付税は昨年度より ５１０万歳付額の５歳 ５１０万歳、合計  

３１歳 ６６５万 ０００歳、１２款３３金及び３３金は ０８４万 １６０歳、１３   

款款用款及び手数款は２歳 ８８７万 ４０５歳、１４款国款支出金は６歳 ０８２万  

９１３歳、１５款９支出金は６歳 ９８４万 ９２９歳、１６款財産収入は ７９７万  

６９０歳、１７款６６金は ９８４万 ６５６歳、１８款入入金は５歳 ００１万    

８３３歳、１９款入入金は２歳 ２６３万 ７１１歳、２０款８収入は３歳 ８７５万  

５７６歳、２１款町債は１９歳 ９１０万 ０００歳。  

続きまして、決算書７ページから８ページをごらんください。歳出決算額は、予算現

額１０４歳 １９８万 ０００歳に対し、支出済み額９７歳 ２１８万 ８７０歳で、   

予算現額に対して９⒊１９の執行でございます。

それでは、決算書５ページから、款ごとに支出済み額と主な事業等のン容について申

し上げます。

１款議会１は、 ７９５万 ０２１歳です。 

２款総務１は１６歳 ９７４万 ３６６歳で、総合行政基２シス２２の改修・２入、 

ノンス２ップバスの２入、神戸大学先端医療研究への６６金、地域創生実行３年目の施

策の展開、神崎エリンの光ケーブル化・インターネットの超高速ブロードバンドの整備、

第２次神河町長期総合計画の策定などに取り組みました。

３款民生１は１３歳 ７２２万３５９歳で、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医

療の特別会計への入出金、老人クラブへの助成、障害者及び障害児の介護給付、医療助

成、児童手当、そして保育所運営等の福祉サービスを提供しました。

４款４生１は２４歳 ９８８万 ８０７歳で、公営企業である病院・上下水道の事業 

会計への補助金と出資金、介護療育支援事業としてケンス２ーションかんざきへの運営

入出金、そして健康づくり対策と母子４生においては町ぐるみ健診を中心に、各種がん

検診、婦人健診、そして節目となる年齢の対象者への無款クーポン券の配布と健診、妊

婦健康診査などを実施しました。また、次期ごみ処理施設建設に向けて中播北部行政事

務組合を中心に神崎郡３町での協議を開始し、施設建設の候補地選定などに取り組みま

した。

５款５林水産業１は５歳 ３５３万 ６１２歳で、中播５業５済事務組合への３３金、 
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鹿捕獲専任班支援事業を初めとした猿・鹿・イノシシ等の有害鳥獣被害対策、山林部の

地籍調査、広域基２林道の工事１３３金、林業におけるン伐促進を実施しました。

６款商工１は３歳 ３１８万 ８０４歳で、町商工会及び町観光協会への補助金、各 

観光施設の管理、そして２年目となる峰山高原スキー場のさらなる改善や利便性を図り

ました。また、寺前駅前の新店舗まちの灯りの開業を支援しました。

７款土木１は８歳 ３７７万 １８３歳で、急７７地７７対策事業の３３金、区要望 

による道路橋梁補修、万雪車両の追９配備による町道の万雪対策の強化、町道橋梁の新

設改良、橋梁の長寿命化修繕、河川改修、そして人口付少対策である子育て世代への支

援として、若者世帯向け家賃補助金、住宅取得支援補助金、リフォー２支援補助金、老

朽化した柏尾団地の建てかえ整備などを実施しました。

８款８防１は２歳 ９１１万 ４５０歳で、８路８８防局へ８備８防業務の委８、小 

型動力ポンプ付軽四積載車・８防ポンプ自動車・耐震性貯水槽の設置などの８防施設の

整備、防災行政無線シス２２の保守、Ｊ－ＡＬＥＲＴの新機器への更新、町地域防災計

画の更新などを実施しました。

９款教育１は９歳 ９８７万 １３３歳で、各学９及び９９９の適９な運営管理とあ 

わせ、教育環境の改善として空調設備やトイレなどの施設の補修工事の実施、公民館及

び社会教育・体育施設を活用したさまざまな事業メニューの展開とあわせ、神河町の歴

史文化遺産を核としたまちづくりに取り組みました。中央公民館の空調・照明設備等の

省エネ機器への更新整備を行いました。また、学９給食については、施設の適正な維持

管理に努め、１年をびじて子供たちに安全な給食を提供しました。

１０款公債１は９歳 ２０１万 ０９７歳です。 

１１款８支出金は ５５１万 ０００歳で、町土地開発基金から１い１しを実施しま 

した。

１３款災害１１１は１歳 ０３６万 ０３８歳。前年度からの入り入し事業として、 

平成２９年９月・１０月発生の台風１８号・２１号で被災した１１事業１は ６３９万

６００歳、平成３０年７月の西日本豪雨では災害救助法適用自治体に指定される６ど

大きな被害が発生し、その１１事業１として５林業施設では ９５８万 ８１４歳、公 

５土木施設では１歳４３８万 ６２４歳を支出し、入年度へ入り入しをしながら確実に

１１に当たっていくこととしました。

詳細につきましては、お手元に配付しています平成３０年度一般・特別会計決算説明

資款を参考にしていただきながら、この後、会計管理者から詳細説明をいたしますので、

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ここで、詳細説明を求めます。

山本会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（山本 哲也君） 会計課、山本でございます。それでは、第９

１号議案、平成３０年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件につきまして、お手元配
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付の決算書によりまして説明をさせていただきます。

先６どの町長の説明と若干重なる部３もあろうかと思いますけれども、御了承の６う

を賜りますようよろしくお願いをいたします。

まず、１ページから８ページでございます。これにつきましては、平成３０年度一般

会計歳入歳出の決算書となっております。その歳入合計額が３ページ、４ページにござ

います。ごらんいただきたいと思います。

予算額、調定額、決算額等につきましては、先６ど町長から説明があったとおりでご

ざいますけれども、平成３０年度一般会計の調定額１０２歳３４６万 ８６０歳に対し

まして、収入済み額が１００歳 ８０７万５７４歳、不納９９額が５５９万 ６５６歳、 

収入９済額が１歳 ９７９万 ６３０歳となっております。 

次に、決算書の５ページから８ページにつきましては、歳出の決算書でございます。

その歳出合計が７、８ページにございますので、ごらんいただきたいと思います。

歳出の決算額は、支出済み額９７歳 ２１８万 ８７０歳、入年度入入額３歳 ０３  

９万 ０００歳、不用額３歳 ９３９万 １３０歳となりまして、歳入歳出入し入き９  

額は３歳 ５８８万 ７０４歳となっております。これによります実質収支につきまし 

ては、１９３ページの平成３０年度一般会計決算実質収支に関する調書のとおりでござ

いまして、先６ど町長の説明のとおりでございますので、説明は省略をさせていただき

ます。

それでは、歳入歳出事項別明細書によりまして、主な項目のみになりますけれども、

説明をさせていただきます。

まず、歳入関係でございます。決算書の９ページ、１０ページの６うをお願いをいた

します。１款町税は、収入済み額１８歳 ４４４万 ４８６歳で、歳入総額の１  ⒏４９

ををめ、不納９９額は実件数で７７件、４２３万 ９９６歳、収入済み額は ２２８万 

２４２歳、２収率は９ ⒌１９となっております。

１項町民税は、収入済み額５歳 ６７２万 ５５２歳で、不納９９額は２０件、１４ 

６万 ９６３歳、収入９済額は ６７７万 ３７５歳、２収率は９   ⒋９９でございます。

１目１人町民税は、収入済み額４歳 ０８０万 ５４５歳で、２収率９  ⒋２９。２目法

人町民税は、収入済み額 ５９１万 ００７歳でございまして、２収率は９  ⒐５９です。

２項２定資産税は、収入済み額１２歳 ０８９万 ０８３歳で、歳入総額の１  ⒉２９

ををめ、不納９９額は４５件、２５２万 ２３３歳、収入９済額は ２３９万７３９歳、 

２収率は９⒌０９でございます。１目２定資産税は、収入済み額１２歳 ９５３万 ６ 

８３歳で、２収率９⒌０９でございます。２目国有資産等所在８町村交付金及び納付金

につきましては、収入済み額１３５万 ４００歳で、新野の９営住宅や生野に２関にな

どの土地建物３となってございます。

３項軽自動車税は、収入済み額 ０２５万 ８７２歳で、不納９９額は２２件、２４ 

万 ８００歳、収入９済額は３１１万 １２８歳、２収率は９  ⒉３９でございます。
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４項町た４こ税は、収入済み額 ６１４万 ７７９歳で、２収率は１００９でござい 

ます。

５項５産税は、収入済み額４２万 ２００歳です。

２款地方１１税は、収入済み額 ７５７万 ０００歳で、収入総額の  ７９ををめて

おります。ン訳につきましては、次の１１ページ、１２ページでございます。１項地方

揮発揮１１税で収入済み額 ９５１万 ０００歳。２項自動車重揮１１税で収入済み額 

８０６万 ０００歳でございます。 

３款利子３交付金は、収入済み額２５３万 ０００歳。

４款配当３交付金は、収入済み額７５９万 ０００歳。

５款５５等１５所得３交付金は、収入済み額６００万 ０００歳。

６款６ルフ場利用税交付金は、収入済み額９２２万 ２１５歳。

次の１３ページ、１４ページをお願いいたします。７款地方８１税交付金は、収入済

み額１歳 ８０５万歳。

８款自動車取得税交付金は、収入済み額 ９８５万 ０００歳。 

９款地方特例交付金は、収入済み額５２４万 ０００歳。

１０款地方交付税は、収入済み額３１歳 ６６５万 ０００歳で、歳入総額の３  ⒈１

９ををめております。ン訳といたしまして、付び交付税で２５歳 １５５万 ０００歳、 

特別交付税で５歳 ５１０万歳となっております。

１１款交び安全対策特別交付金は、収入済み額２１５万 ０００歳。

次の１５ページ、１６ページをお願いいたします。１２款３３金及び３３金は、収入

済み額 ０８４万 １６０歳で、収入総額の  ５９でございます。

ン訳といたしまして、１項３３金で４７０万 ５２４歳。１目総務１３３金は４万歳

で、ケーブル２レビ９入金でございます。２目５林業１３３金は３１６万 ８００歳で、

治山事業及び林地７７防止対策事業受益者３３金でございます。３目土木１３３金は６

５万 １２４歳で、町道改良工事受益者３３金でございます。４目災害１１１３３金は

８４万 ６００歳で、５地及び５業施設の災害１１事業受益者３３金となっております。

２項３３金は ６１３万 ６３６歳で、１目民生１３３金は ３０８万 ５７０歳。   

寺前保育所、神崎保育９等の運営１３３金や老人福祉施設入所者１用２収金となってお

ります。２目４生１３３金は９６４万 ７６８歳で、次の１７、１８ページの６うをお

願いをいたします。中播北部行政事務組合からの職員の人件１３３金となっております。

３目５林業１３３金は７９４万 ７９１歳で、中播５業５済事務組合からの職員の人件

１３３金でございます。４目土木１３３金は５４６万５０７歳で、９土木事務所出向職

員の人件１３３金でございます。

１３款款用款及び手数款は、収入済み額２歳 ８８７万 ４０５歳で、収入総額の  ⒉

２９でございます。

１項款用款は、収入済み額２歳 １５５万 ４２５歳で、１目総務款用款は１歳 ０  
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５９万 ４３５歳、過年度３も含めたケーブル２レビの利用款が主なものとなっており

ます。また、不納９９額は４件、２７万 ３００歳、収入９済額は１１３万 ３００歳 

で、いずれもケーブル２レビ利用款３でございます。２目４生款用款は ７０１万 １ 

０５歳で、合併処理浄化槽に係る保守管理受８３で、収入９済額は現年３、過年３合わ

せまして２８万１８５歳となっております。３目土木款用款は ６３９万 ８９５歳で、 

町営住宅５団地の款用款、道路を用款、寺前駅前の２カ所の駐車場の款用款、法定外公

５物款用款となっております。収入９済額は柏尾住宅及び比延住宅の現年過年３で、１

９万 ６１０歳となっております。

１９ページ、２０ページをお開きいただきたいと思います。４目教育款用款は ７５

５万 ９９０歳で、９９９の保育款及び５かり保育款や地域交流センター、学童保育ク

ラブ、公民館、町民温水プールの各施設の款用款でございます。

２項手数款は、収入済み額７３１万 ９８０歳で、１目総務手数款は５９９万 ０３ 

０歳で、ケーブル２レビの端末機器設置手数款や２収関係証明手数款、戸籍住民基本台

帳関係の証明手数款などでございます。収入９済額の ３００歳は、過年度３のケーブ

ル２レビ端末機器設置手数款３となっております。２目４生手数款は１１６万 ７５０

歳で、し尿くみ取りや畜犬登録関係に伴う手数款でございます。２１ページ、２２ペー

ジをお願いいたします。３目土木手数款は１６万 ２００歳で、ジ外広告物ジジ手数款

や建築確認の調査手数款でございます。

１４款国款支出金は、収入済み額６歳 ０８２万９１３歳で、歳入総額の ⒍９９でご

ざいます。

１項国款３３金は、収入済み額３歳 ７２０万 ５４１歳。１目民生１国款３３金は 

３歳 ７５８万 ５４１歳で、私立保育所運営１３３金、国保基盤安定３３金、障害者 

自立支援給付１等３３金、児童手当被用者３３金などでございます。２目４生１国款３

３金は３５万歳で、９熟児療育医療給付事業３３金でございます。３目災害１１１国款

３３金は ９２６万 ０００歳で、公５土木施設災害１１１３３金でございます。 

２項国款補助金は、収入済み額３歳 ０４３万 １００歳で、１目総務１国款補助金 

は ９７８万１００歳でございまして、次の２３ページ、２４ページをお願いします。

地方創生推進交付金、公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業補助金、過疎地域等自立活性化

推進交付金、地域経済循環創造事業交付金などでございます。２目民生１国款補助金は

３９９万 ０００歳で、後期高齢者医療制度歳３運営事業１補助金でございます。３目

４生１国款補助金は １１０万 ０００歳で、防災・安全社会資本整備１交付金などで 

ございます。４目土木１国款補助金は２歳５００万 ０００歳で、道整備事業に係る交

付金や定住促進や公営住宅に係る社会資本整備総合交付金となっております。５目教育

１国款補助金は６７２万 ０００歳で、へき地児童生費援助１等補助金や文化費費振興

１補助金などでございます。２５ページ、２６ページをお願いいたします。６目商工１

国款補助金は ３８３万歳で、地域経済循環創造事業交付金でございます。
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３項国款委８金は、収入済み額３１８万 ２７２歳で、１目総務１国款委８金は１８

万 ０００歳で、自４万員の万集事務委８金や中長期在万者万住地万け出事務委８１で

ございます。２目民生１国款委８金は２９９万 ２７２歳で、国民年金事務委８金など

でございます。

１５款９支出金は、収入済み額６歳 ９８４万 ９２９歳で、歳入総額の  ⒍７９とな

っております。

１項９３３金は、収入済み額１歳 ７９４万 ７９３歳で、１目総務１９３３金は３ 

４４万 ２３０歳、９４１事務８町交付金となっております。２目民生１９３３金は１

歳 ４３８万 ５０９歳で、私立保育所運営３３金、国保基盤安定３３金、障害者自立 

支援給付１等３３金でございまして、次の２７、２８ページをお願いします。後期高齢

者医療保険基盤安定３３金、児童手当被用者３３金などでございます。３目４生１９３

３金につきましては１１万 ０５４歳で、９熟児療育医療給付事業３３金でございます。

２項９補助金は、収入済み額２歳 ９６０万 ２６３歳で、１目総務１９補助金は  

７６６万 ９２０歳で、８町振興支援交付金、ひ７うご地域創生交付金、７源立地地域

対策交付金事業補助金などでございます。２目民生１９補助金は ６４８万 ４２５歳 

で、民生児童委員活動１用などの社会福祉事業に対する補助金や、次の２９ページ、３

０ページをお願いいたします。老人クラブに係ります補助金、各福祉医療に対します補

助金、各子ども・子育て支援交付金などでございます。３目４生１９補助金につきまし

ては４０１万 ０００歳で、健康９進事業やへき地診療所運営１などの補助金となって

おります。

次に、３１ページ、３２ページをお願いします。４目５林業１９補助金は１歳８６３

万 ８１８歳で、中山ン地域等直万支万交付金、地籍調査事業補助金、多万的機万支万

交付金、緊急防災林整備事業補助金、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業３３金、９

単単治山事業補助金などでございます。５目商工１９補助金は４６４万 ０００歳で、

峰山新峰峰施設起債峰峰補助金でございます。６目土木１９補助金は５万 ０００歳で、

簡簡耐震診簡の推進事業補助金となっております。７目教育１９補助金は２９７万 ０

００歳で、次の３３、３４ページをお願いします。小学９の体験活動事業補助金、中学

９のトライやる・ウイーク事業補助金、学９・家庭・地域のに携協力推進事業補助金な

どでございます。９目災害１１１９補助金は ５１２万 １００歳で、５業施設及び５ 

地災害１１１の補助金となっております。

３項９委８金は、収入済み額２歳 ２２９万 ８７３歳で、１目総務１９委８金は  

０２９万 ２９１歳、９民税の２収事務委８金、０款９議会議員選０の委８金や工業０

計調査を初めとします各種０計調査の委８金でございます。２目民生１９委８金は１万

０００歳で、援護事務８町交付金などでございます。３目４生１９委８金は収入額は

ございません。４目５林業１９委８金は２歳３８１万 ０００歳で、３５ページ、３６

ページをお願いします。地籍調査事業の委８金、道の駅維持管理委８金、ナラ枯れ防万

－１００－



事業委８金でございます。５目商工１９委８金は７２９万 ０００歳で、事峰高原自然

交流館の管理運営に係ります委８金となっております。６目土木１９委８金は３９万

２２７歳で、９道等用地取得事務委８金やチェーンン脱場維持管理委８金が主なものと

なっております。７目教育１９委８金は４８万３５５歳で、ひ７うごがん４りタイ２事

業委８金などでございます。

１６款財産収入は、収入済み額 ７９７万 ６９０歳で、歳入総額の  ３９ををめて

おります。

１項財産運用収入は、収入済み額 １８５万 ６４０歳で、１目利子及び配当金の３ 

６６万 ０６０歳は、各基金の運用により生じた利子３となっております。２目財産６

し付け収入は８１８万 ５８０歳で、老人保健施設用地の６し付け収入、しし診療所２

ナント等６し付け収入、駐車場用地６し付け収入、閉９小学９施設６し付け収入、携帯

７話基地局用地６し付け収入や、次の３７ページ、３８ページをお願いします。その他

町有地の６し付け収入といたしまして、西日本ライフなどから収入をいたしております。

なお、川崎住宅な地過年度６し付け３で、１件、５万 ６００歳の不納９９を行ってお

ります。

２項財産２り万い収入は、収入済み額 ６１２万 ０５０歳で、町有地の２り万いに 

よるものでございまして、主なものといたしましては、１柏尾住宅の用地の２り万い３

となっております。

１７款６６金は、収入済み額 ９８４万 ６５６歳で、歳入総額の  ２９ををめてお

ります。１目一般６６金は ６４３歳で、りックスバリュから有款レジりのり２収益金

の６６金となっております。２目指定６６金の ９８３万 ０１３歳につきましては、 

神河ンるさとづくり応援６６金が主なものとなっております。

１８款入入金は、収入済み額５歳 ００１万 ８３３歳で、歳入総額の  ⒌４９ををめ

ています。

１項他会計入入金は、収入済み額 ２３８万 ４０４歳。１目介護療育支援事業特別 

会計入入金は６３８万 ４０４歳で、建設峰峰金の３３金３の入り入れでございます。

２目国民健康保険事業特別会計入入金は５０万 ０００歳で、特定保健指２事業や健康

づくり事業の経１３の入り入れでございます。

３９ページ、４０ページをお願いします。３目介護保険事業特別会計入入金は４７５

万 ０００歳で、郡の認定審査会に係ります人件１や光万水１、び信１等の入り入れ３

でございます。４目土地開発事業特別会計入入金は５７３万 ０００歳で、しんこうタ

ウン第３期３１地の２却に伴います入り入れでございます。５目地区振興基金特別会計

入入金は５００万歳で、寺前地区振興基金特別会計及び長谷地区振興基金特別会計から、

寺前及び長谷漁協への補助金３の入り入れとなっております。

２項基金入入金は、収入済み額５歳 ７６３万 ４２９歳で、１目公５施設維持管理 

基金入入金は ２１５万歳。２目用基調達基金入入金は３０万歳。３目環境保全基金入
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入金は１１４万 ２４１歳。

４１、４２ページをお願いします。４目大河ン水力発７所対策基金入入金は５０万

１８８歳。５目神河ンるさとづくり応援基金入入金は ２７８万 ０００歳。６目財政 

調整基金入入金は４歳８９１万 ０００歳。７目まちづくり基金入入金は ３９０万歳。 

８目ケーブル２レビネットワーク維持基金入入金は ２４１万 ０００歳。９目土地開 

発基金入入金は ５５１万 ０００歳を、それ発れ各基金の目的によりまして、取り７ 

しの上、入り入れを行っています。

１９款入入金は、収入済み額２歳 ２６３万 ７１１歳で、平成２９年度から入入財 

源充当額 ６４０万 ０００歳を含んでの入入金でございまして、歳入総額の  ⒉７９を

をめております。

４３ページ、４４ページをお願いします。２０款８収入は、収入済み額３歳 ８７５

万 ５７６歳で、歳入総額の ⒊３９となっています。１項町５金利子は、収入済み額２

０万 ０４１歳で、一時５金に係る利子でございます。

２項延滞金９算金及び過款につきましては、収入済み額９８万７４２歳で、町税の延

滞金でございます。

３項６付金元利収入は、収入済み額１４１万 ８０９歳で、住宅改修新築等に係る資

金の６し付け事業３で、不納９９額は１件、１０２万 ０００歳、収入９済額は過年度

３も含めて ５２２万 ０５１歳となっています。 

４項受８事業収入は、収入済み額７１万 ９６１歳で、９道などの４４り、４処３に

係る９８路土木事務所からの環境整備受８事業収入でございます。

５項５入は、収入済み額３歳 ５４５万 ０２３歳で、１目診療収入は３３４万 ８  

２７歳。上小田、川上各診療所の診療報酬で国保に合会などからの受入金となっていま

す。２目５入は３歳 ２１０万 １９６歳で、すくじ８町交付金や、次の４５ページ、 

４６ページをお願いします。８防団員退職報峰金等受入金、給食１の２収金、グリーン

エコー笠形活性化事業３と神崎フード炊飯設備更新に係る峰峰受入金の６か、決算書４

６ページから５０ページにかけまして福祉医療高額療養１給付調整金、後期高齢者医療

広域に合健診補助金、自動車９害保険金や建物火災５済金、山村万学事業参９１、コミ

ュニ２ィ助成事業助成金、社会貢献広報事業交付金、峰山高原スキー場の施設款用款、

地球温暖化対策推進事業補助金、被災８町災害対策交付金などを収入いたしております。

なお、６節給食事業収入で不納９９額１件、 １６０歳、収入９済額は過年度３も含め、

６７万 ９４２歳という６６になっております。

４９ページ、５０ページをお願いいたします。２１款町債は、収入済み額１９歳 ９

１０万 ０００歳で、歳入総額の１ ⒐３９ををめています。１項町債、１目臨時財政対

策債は２歳 ３２０万 ０００歳で、地方税収等の付少に係るものでございます。２目 

総務債は４歳 ４３０万歳で、コミュニ２ィバス総入事業、６工場整備事業やケーブル

２レビ整備事業などに係るものとなっております。
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次の５１、５２ページをお願いいたします。３目４生債は６歳２００万歳で、病院北

館改築と医療機器整備に係るものでございます。４目５林業債は６５０万歳で、５業施

設整備事業と広域基２林道開設事業に係るものでございます。５目商工債は ５８０万

歳で、観光施設整備に係るものでございます。６目土木債は３歳 ７９０万歳で、急７

７地７７対策事業に係るものや道路整備事業３、橋梁長寿命化事業３や柏尾住宅に係る

公営住宅整備事業３及び河川整備事業３となっております。７目８防債は １９０万歳

で、８防施設整備事業及びＪ－ＡＬＥＲＴ受信機の整備事業３となっております。８目

教育債は １４０万歳で、社会教育施設整備事業及び学９給食センター施設整備事業３

でございます。９目災害１１事業債は ６１０万歳で、５地災害１１事業及び公５土木

施設災害１１事業３でございます。

次の５３ページ、５４ページをお願いいたします。歳入合計では、収入済み額１００

歳 ８０７万５７４歳、不納９９額５５９万 ６５６歳、収入９済額１歳 ９７９万   

６３０歳となっております。起債現在高の６６につきましては、説明資款の９９ページ

に記載がございますので、またごらんいただけれ４と思います。

以上、大まかな説明になりましたが、歳入についての説明といたします。

続きまして、歳出になります。歳出関係につきましては、決算書の５５、５６ページ

からになりますので、お開きをいただきたいと思います。

まず、１款議会１でございます。支出済み額 ７９５万 ０２１歳で、歳出総額の  

９９でございます。説明資款につきましては、１６ページでございます。１項１目議会

１は、議員報酬及び事務局職員３名の人件１や議会だよりの印刷１などの６か、議会運

営に係る経１を支出いたしております。

５７、５８ページをお願いいたします。２款総務１は、支出済み額１６歳 ９７４万

３６６歳で、歳出総額の１ ⒎２９ををめています。説明資款は１６ページから３４ペ

ージでございます。

１項総務管理１は１５歳 ７８３万 ４５０歳で、１目一般管理１は４歳 ０３８万  

６歳でございまして、特別職２名及び一般職１３名の人件１や各区長への行政事務協力

謝金、コンピュータ保守点検委８款及び款用款、地方バス路線の維持確保のための公５

交び維持確保対策補助金、神戸大学６６講座６６金及び神戸大学大学院医学研究し・医

学部診療・研究・教育支援６６金などを支出いたしております。また、会計年度任用職

員制度例規整備事業で２６万歳を令和元年度へ入り入しいたしております。

６１、６２ページをお願いいたします。２目文書管理１は９５６万 ４５７歳で、町

広報紙印刷１の６か、文書管理業務委８款、例規シス２２款用款などを支出いたしてお

ります。

６３、６４ページをお願いいたします。３目会計管理１は ６８９万 ６５０歳で、 

会計課職員４名の人件１の６か、指定金融機関への取扱手数款など会計業務に係ります

経１を支出いたしております。
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４目財産管理１は１歳 ７４３万 １７３歳で、４場本４４や神崎支４４などの維持 

管理経１が主なものとなっておりまして、公有建物や公有自動車の保険款、４４ン外の

清掃維持管理委８款や峰日直業務、用務員業務、窓口業務等の委８款、りイクロバスの

運行・管理委８款、公用車両総入１などを支出いたしまして、積立金では、財政調整基

金、町債管理基金、神河ンるさとづくり応援基金、公５施設維持管理基金、まちづくり

基金にそれ発れ基金の目的によりまして積み立てを行っています。

６５、６６ページをお願いいたします。５目交び対策１は１歳 ９８１万 ６２３歳 

で、コミュニ２ィバス運行委８款、長谷駅利用促進計画実践業務委８款、カーブミラー、

デリネーター、グリーンベルトなどの交び安全施設の整備工事１やコミュニ２ィバス車

両１台の総入、路線バスコミュニ２ィ款金化事業の３３金などを支出いたしております。

６７、６８ページをお願いいたします。６目企画１は２歳 ９３８万 １７３歳で、 

職員７名の人件１と地域おこし協力万事業や地方創生事業などに係ります経１が主なも

のでございます。

６９ページ、７０ページをお願いします。ン容といたしましては、地域おこし協力万

の支援業務の委８款、かみかわ木造インターンシップ委８款、銀の馬車道沿線古民家調

査委８款、歴史的景観形成地区修景計画作成委８款、６工場用地造成に係る設計業務委

８款、地域おこし協力万に係る自動車及び住宅の借り上げ款、それから７１、７２ペー

ジをお願いいたします。歴史的景観形成重要建造物保全改修工事では、粟賀町の竹ン邸

の改修工事や歴史的景観修景工事では、吉冨地ン畑川原池周辺の修景工事にそれ発れ支

出をいたしておりまして、公有財産総入１では６工場用地の総入を行った６か、３３金、

補助金及び交付金では、まちづくり活動補助金、創業促進事業補助金、空き家おかたづ

け支援事業補助金、シングルりザー４住支援協議会補助金、かみかわングリイノベーシ

ョン補助金、コミュニ２ィ助成事業助成金、地域経済循環創造補助金などを支出いたし

ております。また、企業てて事業、６工場整備事業で１歳 ９５０万 ０００歳を令和 

元年度へ入り入しいたしております。

７３、７４ページをお願いいたします。７目ＣＡＴＶ管理運営１は５歳 ７９５万 

８３０歳で、ＣＡＴＶ運営のための職員４名の人件１や嘱８・臨時職員の賃金などを支

出いたしておりまして、施設の７気代、２線ケーブル４設などの修繕款、ケーブル２レ

ビ施設や各機器の保守管理委８款、番組制作委８款、公衆無線ＬＡＮ環境整備委８款、

各種機器の款用款、入き込み工事１の６か、平成２９年度から２カ年で整備を行ってき

ました超高速ブロードバンド基盤整備事業に係る設計監理款、工事１を支出した６か、

積立金ではケーブル２レビネットワーク維持基金積立金としまして、１９万 ３６８歳

を積み立てています。

７５、７６ページをお願いいたします。８目８１は ４５３万 １１１歳で、７田区 

の集会施設整備の補助金の６か、町税の過誤峰付金や国９補助金等の返峰金などでござ

います。
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７７、７８ページをお願いいたします。９目総合推進１は ０６８万 ６２７歳で、 

行財政改革推進委員会に係ります委員報酬、１用弁峰の６か、平成３０年度で策定いた

しました、第２次神河町長期総合計画策定のための委員報酬、１用弁峰及び策定支援業

務の委８款となっております。

１０目８１者行政１は１１８万 ８００歳で、８１者行政に係るものでございまして、

高齢者及び若者用啓発リーフレットやチラシの印刷、郡８１生活相談中核センターへの

３３金が主なものとなっております。

２項２税１は ８４４万 ２６５歳で、１目税務総務１は ２９９万 ９４６歳。２   

税事務職員６名の人件１と臨時職員の賃金の６か、土地評価総合計画等業務委８款、２

定資産税基礎図万等整備業務委８款、標準地鑑定評価業務委８款などの支万いが主なも

のとなっております。

７９ページ、８０ページをお願いします。２目７課２収１は５４５万 ３１９歳で、

家ジ調査員の謝礼、７課２収に係ります納付書等の印刷代、２収指２・相談業務の委８

款、０款９７子自治体推進協議会の３３金などを支出いたしております。

８１、８２ページをお願いいたします。３項戸籍住民基本台帳１は ３７４万 ６７ 

４歳で、職員１名の人件１の６か、戸籍事務や１人番号カード交付事務に要した事務経

１でございます。

８３、８４ページをお願いいたします。４項選０１は ８３６万 ２６８歳で、１目 

選０管理委員会１は９４０万 ３２５歳で、職員１名の人件１と選０管理委員会委員の

報酬、選０経８事務に要した事務経１となっております。２目９議会議員選０１は２２

２万 ４１７歳で、本年４月７日に執行しました０款９議会議員選０の、平成３０年度

で要した選０の準備に係る事務経１でございます。

８５、８６ページをお願いいたします。３目町議会議員選０１は６７２万 ５２６歳

で、平成３０年４月２２日に執行いたしました神河町議会議員選０執行に要した事務経

１でございます。

５項０計調査１は６４万 ７６８歳でございまして、８７、８８ページをお願いいた

します。毎月人口０計や工業０計、教育０計、経済センサス０計、住宅・土地０計、国

勢調査、５林業センサスの０計調査の６か、０計調査員確保対策に要した経１となって

おります。

８９、９０ページをお願いします。６項監査委員１は７１万 ９４１歳で、監査委員

の報酬、１用弁峰などでございまして、例月監査、決算審査、定期監査、行政監査など

に要した経１となっております。

３款民生１は、支出済み額１３歳 ７２２万３５９歳で、歳出総額の１ ⒊８９でござ

います。説明資款は３５から４４ページでございます。１項社会福祉１は９歳 ５６３

万 ６５２歳。１目社会福祉総務１は３歳 ３５５万２２５歳で、次の９１、９２ペー 

ジをお願いします。職員３名の人件１や民生児童委員の１用弁峰の６か、防犯灯ＬＥＤ
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化の補助金、町社会福祉協議会への補助金、９納区、大河区、本村区、新野区、栗区へ

の集落公９等の整備事業の補助金、住宅改修助成１などを支出いたしておりまして、入

出金では国民健康保険事業特別会計と介護保険事業特別会計へそれ発れ入り出しを行っ

ております。

次の９３、９４ページをお願いいたします。２目老人福祉１は ３０１万 ５２５歳 

で、老人クラブ関係の活動補助金、広域シルバー人材センター３３金、各ミニデイボラ

ン２ィンへの活動支援金、老人保護措置１などを支出いたしております。

９５、９６ページをお願いいたします。３目心９障害者福祉１は３歳４１９万 ２４

３歳で、相談支援委８款、中播福祉会への補助金、障害者等自立支援に係ります万宅介

護、生活介護などの介護給付１などを支出いたしております。

９７、９８ページをお願いします。４目医療助成１は １４６万 ５１９歳で、郡医 

師会等の協力金、医療事務処理等の委８金、シス２２改修委８款、重度心９障害者や乳

９児、母子家庭、高齢重度心９障害者などの医療１が主な支出となっております。

９９、１００ページをお願いいたします。５目国民年金事務１は １０２万 ６０１ 

歳で、職員１名の人件１と国民年金事務に要した事務１でございます。６目民主化推進

１は１６６万 ８４２歳で、人費活動事業補助金などを支出いたしております。

１０１、１０２ページをお願いいたします。７目後期高齢者医療１は２歳７１万 ６

９７歳で、被保険者に対する療養給付１３３金や後期高齢者医療事業特別会計への入出

金が主なものとなっております。

２項児童福祉１は３歳 １５８万 ７０７歳で、１目児童福祉総務１は８５６万 ７  

５８歳。縁結び事業委８款、第２期子ども・子育て支援事業計画書策定業務委８款や各

種団体への補助金、３３金の６か、こどもを健やかに産み育てる支援金４２件３などを

支出いたしております。

１０３、１０４ページをお願いいたします。２目児童措置１は１歳 ０９３万 ０５ 

４歳で、児童手当が主なものでございます。３目保育所１は２歳２０７万 ８９５歳で、

神崎保育９や寺前保育所などの私立・公立保育所運営１委８款の６か、一時５かり事業

と延長保育促進事業補助金、公立及び私立施設型給付１３３金などを支出いたしており

ます。

３項災害救助１の支出はございません。

４款４生１は、支出済み額２４歳 ９８８万 ８０７歳で、歳出総額の２  ⒌５９をを

めております。説明資款は４４ページから５３ページでございます。１項保健４生１は

１６歳 ７５４万 ３５２歳で、１目保健４生総務１は１５歳 ３５８万 ５９２歳、   

職員１１名の人件１や嘱８・臨時職員の賃金の６か、１０５、１０６ページをお願いい

たします。公立神崎総合病院事業会計への補助金、出資金、水道事業会計への補助金、

介護療育支援事業特別会計への入出金を支出いたしております。

２目健康づくり対策１は ０７０万３１７歳で、健康づくり対策事業に係ります嘱８
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・臨時職員や医師、看護師等の賃金でございまして、１０７、１０８ページをお願いい

たします。その６か医薬材款１、１別万種の委８款、各種検診事業や健康教育、特定健

診、婦人健診などの委８款を支出いたしております。

３目母子４生１は １００万 １０３歳で、乳９児相談や各種教３などの医師や看護 

師等の賃金の６か、次の１０９、１１０ページをお願いいたします。妊婦健診委８款、

特定不妊治療助成金などを支出いたしております。

４目保健４生施設管理１は４６４万 ５６１歳で、大河ン保健福祉センターの施設管

理に要した１用でございます。

１１１、１１２ページをお願いいたします。５目診療所１は７６１万 ７７９歳で、

川上・上小田診療所に係ります診療や診療報酬委８款の６か、郡医師会による在宅当番

医制協力金などを支出いたしております。

２項環境４生１は ２８９万 ００７歳で、１目環境４生１は ２４８万 ６０７歳、   

職員５名の人件１と狂犬病予防や畜犬登録及び環境対策のための事務１の６か、１１３、

１１４ページをお願いいたします。カーボンりネジメント事業管理委８款や中播北部行

政事務組合火葬場３の３３金などを支出いたしております。

２目公害対策１は４１万４００歳で、河川の水質調査委８款でございます。

３項清掃１は７歳 ９４４万 ４４８歳で、１目ごみ処理１は２歳 １７１万 ７９   

０歳、廃棄物の付揮化や付及啓発の取り組みを行いまして、産業廃棄物処理業務などの

委８款、中播北部行政事務組合クリーンセンターの３３金、町ン２６団体に資源ごみの

回収補助金を支出した６か、１１５、１１６ページをお願いいたします。２８台３の家

庭用生ごみ処理容器の総入１の補助金などを支出いたしました。

２目し尿処理１は５歳７７２万 ６５８歳で、し尿処理に係ります事務経１の６か、

合併浄化槽修繕１や中播４生施設事務組合の３３金、下水道事業会計への補助金、出資

金などを支出いたしております。

５款５林水産業１は、支出済み額５歳 ３５３万 ６１２歳で、歳出総額の  ⒌９９を

をめております。説明資款は５３ページから６３ページでございます。

１項５業１は４歳 １２５万 １１８歳で、１目５業委員会１は ４３４万 ２０６   

歳、５業委員会の運営のための事務１や５業委員さんの報酬、事務局職員１名の人件１

などが主なものでございます。

１１７、１１８ページをお願いいたします。２目５業総務１は ５９０万 ７３０歳 

で、職員５名の人件１と嘱８・臨時職員の賃金や５業関係の事務に要した経１及び中播

５業５済事務組合３３金などを支出いたしております。

１１９、１２０ページをお願いいたします。３目５業振興１は１歳４０９万 ９０４

歳で、嘱８・臨時職員の賃金や５会長への５政事務協力謝礼の６か、サル監視員の委８

款、中山ン地域等直万支万交付金、多万的機万支万交付金、地域５業再生協議会への補

助金、鹿捕獲専任班支援事業補助金などを支出いたしております。
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１２１、１２２ページをお願いいたします。４目５地１は５２３万 ０３６歳で、水

路や井堰などの改修工事に延入８件３の町単単土地改良事業補助金などを支出いたして

おります。

１２３、１２４ページをお願いいたします。５目５業施設管理１は ４２１万 ５４ 

２歳で、水車公９こっとん亭に係ります指定管理款、トイレ等の修繕款、び路部３の舗

装工事や神崎フードに係ります空調設備設計の業務委８款及び下水管の修繕款、それか

ら、道の駅の維持管理委８款の６か、大黒茶ジ等の備基総入１などに支出を行っており

ます。また、道の駅の管理運営事業、大黒まニュメントの設置工事で２１６万 ０００

歳を令和元年度へ入り入しいたしております。

６目地籍調査１は２歳 ７４０万 ７００歳で、山林部の地籍調査事業に係ります経 

１でございまして、職員９名の人件１の６か、１２５、１２６ページをお願いいたしま

す。地籍調査に係ります推進委員さんへの謝礼、調査地区の現地測揮調査の委８款、地

籍調査に関する情報管理シス２２のリース款などを支出いたしております。また、地籍

調査事業で ３３２万 ０００歳を令和元年度へ入り入しをいたしております。 

７目山村振興対策事業１は５万 ０００歳で、９地域振興対策協議会への３３金とな

っております。

１２７、１２８ページをお願いいたします。２項林業１は ３６０万 ７８３歳で、 

１目林業総務１は ６２４万 ４６６歳、職員１名の人件１や９治山林道協会への３３ 

金、広域基２林道千ケ峰・三国岳線の工事３３金などを支出いたしております。

２目林業振興１は ７３５万 ３１７歳で、木工費センターの指定管理款、ナラ枯れ 

対策業務の委８款、それから次の１２９、１３０ページをお願いいたします。川上の裏

山防災工事、上岩林地７７防止工事の６か、町ン１４の生産森林組合への補助金、環境

対策育林事業補助金、緊急防災林の整備事業３３金、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備

事業３３金、町単単ン伐事業補助金などを支出いたしております。また、林地７７防止

事業で８３６万 ０００歳を令和元年度へ入り入しをいたしております。

３項水産業１は８６８万７１１歳でございまして、寺前、長谷、入知川の各漁協やＮ

ＰＯ法人への補助金などを支出いたしております。

６款商工１は、支出済み額３歳 ３１８万 ８０４歳で、歳出総額の  ⒊３９ををめて

おります。説明資款は６３ページから６７ページでございます。

１項商工１、１目商工振興１は ８３２万 ７３０歳で、職員４名の人件１の６か、 

次の１３１、１３２ページをお願いいたします。商工会への運営補助金の６か、ハート

フル商基券発行に伴います商業振興事業補助金などを支出しました６か、寺前村振興公

社へ地域経済循環創造事業交付金を支出いたしております。また、プレミン２商基券事

業では１０３万 ０００歳を令和元年度へ入り入しをいたしております。

２目観光振興１は１歳 ３８８万 ８６８歳、職員５名の人件１の６か、町ン各観光 

施設に係ります修繕款の６か、１３３、１３４ページをお願いいたします。わくわく公

－１０８－



９、ホ２ルまン２・ローザ、観光交流センター、５村環境改善センター、グリーンエコ

ー笠形体育施設、桜華９、ヨーデルの森の各観光施設への指定管理款、かみかわ夏まつ

り事業委８款や各観光施設に係ります土地の借り上げ款、グリーンエコー笠形の空調設

備工事、ヨーデルの森下水管万続工事、動物汚水処理施設整備工事、ウッドデッキ改修

工事などの６か、各観光施設で款用します備基の総入や神河町観光協会への補助金など

を支出をいたしております。

１３５、１３６ページをお願いいたします。３目大河ン高原整備１は１歳９６万 ２

０６歳で、峰山、事峰高原整備に係ります事業１となっております。ホ２ルリラクシン

及びキャンプ場に係る修繕款、施設管理委８款、工事１、事峰高原自然交流館に係りま

す管理運営、保守委８款、峰山高原環境保全調査委８款、事峰高原ン道路整備調査委８

款、スキー場緑化工事を初めとしますスキー場関に工事１、峰山高原直びバスの借り上

げ款の６か、ホ２ルリラクシンのりイクロバス、軽トラックなどの自動車借り上げ款な

どを支出いたしております。また、大河ン高原整備事業、峰山高原スキー場環境整備工

事で４７４万 ０００歳を令和元年度へ入り入しをいたしております。

１３７、１３８ページをお願いいたします。７款土木１は支出済み額８歳 ３７７万

１８３歳で、歳出総額の ⒏６９でございます。説明資款は６７ページから７４ページ

でございます。

１項土木管理１、１目土木総務１は１歳８４１万 ５６２歳で、職員１２名の人件１

の６か、１３９ページ、１４０ページをお願いします。長谷駅、寺前駅及び新野駅のト

イレの清掃委８、寺前駅前駐車場及び寺前駐車場の管理委８款、公５土木積算シス２２

保守委８款、本村・岩ジ・鍛治区ンにおけます急７７地７７対策事業３３金などが主な

支出となっております。

２項道路橋梁１は３歳７５７万 ７４７歳で、１４１、１４２ページをお願いいたし

ます。１目道路橋梁維持１は１歳 ０２１万 ２６１歳で、道路照明の７気代や町道の 

万４作業及び万雪の委８款、チェーンン脱場の管理委８款などの６か、峰山事峰線を初

めとする町道の舗装修繕工事や維持修繕工事、７源立地地域対策事業の依成岸野線の舗

装修繕工事及び万雪車２台の総入が主な支出となっております。また、道路橋梁維持改

良事業、道路橋梁補修工事で ７００万歳を令和元年度へ入り入しをいたしております。

２目道路橋梁新設改良１は１歳 ７３６万 ４８６歳で、橋梁補修設計業務委８款、 

道路橋定期点検業務委８款、作畑・新田線用地及び物件測揮委８款、新野駅に絡橋点検

業務委８款、渕橋、新田大橋、下村橋、峰山坂橋、七す寺橋、中村６号橋、森橋の橋梁

補修工事や、神崎・８川線、水走り中河原線、作畑・新田線、川井支線などの道路改良

工事、福山２号線道路新設工事などを実施をいたしております。また、道整備交付金事

業、町道神崎・８川線で ９１５万歳、業じく町道神崎・８川支線で ７６５万歳、町 

単単町道改良事業、町道作畑・新田線で １８１万 ０００歳、社会資本整備総合交付 

金事業、橋梁長寿命化修繕工事で ９３０万歳の合計 ７９１万 ０００歳を令和元年  
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度へ入り入しをいたしております。

１４３、１４４ページをお願いいたします。３項河川１は６１８万 ８７９歳で、防

災気象情報提供業務委８款、水位計点検業務委８款の６か、福山川護岸改修工事、三万

田川改修工事などを実施をいたしています。また、河川改修事業で５４０万歳を令和元

年度へ入り入しをいたしております。

４項４８計画１は ８６３万 ８００歳で、吉冨・粟賀線の美装化工事、かみかわ銀 

の馬車道まちづくり協議会への補助金などを支出いたしております。

５項住宅１は３歳 ２９６万 １９５歳で、１目住宅管理１は １０９万 ９１５歳、   

次の１４５、１４６ページをお願いいたします。町ン５カ所の町営住宅維持管理経１の

６か、空き家等実態調査データベース作成業務委８款、若者世帯向け家賃補助金、住宅

取得支援補助金、リフォー２支援補助金などを支出いたしております。

２目住宅建設１は３歳 １８６万 ２８０歳で、本村第一、第二、栗第一住宅の定住 

促進空き家活用改修に係ります設計監理業務委８款や工事１、それから町営住宅柏尾団

地建てかえに係ります管理業務委８款や工事１などの支出を行っております。

１４７、１４８ページをお願いします。８款８防１は、支出済み額２歳 ９１１万 

４０５０歳で、歳出総額の⒉７９でございます。説明資款は７４ページから７６ページ

でございます。

１項８防１、１目８備８防１は１歳 ９１９万 ０５０歳で、８路８８防局への８防 

事務委８款などでございます。

２目２８備８防１は ８５４万 ５４８歳で、本部４員、本部づき団員、３団長、副 

３団長、班長、団員の各報酬、退団者への退職報峰金、２８時の出動に伴います団員の

１用弁峰、福祉５済制度の掛金、公務災害補峰掛金、退職報峰金掛金などを支出いたし

ております。

１４９、１５０ページをお願いいたします。３目８防施設１は ５６６万 ６７９歳 

で、８防団各部のポンプ自動車の燃款代や修繕款など、維持管理経１や岩ジ地ンで設置

しました耐震性貯水槽の６か、高朝田部の小型動力ポンプつき軽四積載車と南小田部の

８防ポンプ自動車の総入などを行っております。

４目災害対策１は ５７０万 １７３歳でございまして、１５１、１５２ページをお 

願いします。Ｊ－ＡＬＥＲＴの機器更新業務、神河町防災計画等の更新業務、防災行政

無線シス２２等の保守業務の委８款などを支出いたしております。また、水位計等の情

報シス２２整備事業で ０７５万歳を令和元年度へ入り入しをいたしております。

９款教育１は、支出済み額９歳 ９８７万 １３３歳で、歳出総額の１  ３９ををめ

ております。説明資款は９３ページから９６ページでございます。

１項教育総務１は ５６２万 ４６６歳で、１目教育委員会１は１０２万 １７９歳、  

１５３、１５４ページをお願いします。教育委員さん４名の報酬、１用弁峰などの一般

的な事務経１でございます。
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２目事務局１は ４６０万 ２８７歳で、教育長及び職員６名の人件１と適応教３や 

情報教育の指２員などの賃金、スクールソーシャルワーカーへの謝礼、スキー実習授業

の委８款などの６か、平成３０年度でスポーツ・文化競技大会出場激励金制度を設けま

して、延入５０件の激励金を支出いたしております。

１５５、１５６ページをお願いいたします。２項小学９１は ４９１万 ７４７歳で、 

１目小学９管理１は ８８８万 ６８２歳、小学９４９の学９医等に係ります報酬の６ 

か、１５７、１５８ページをお願いします、職員１名の人件１、嘱８・臨時職員の賃金、

各種教材などの８耗基や小学９におけます施設管理運営経１、それから次の１５９、１

６０ページをお願いします、び学バスの委８款、教職員用パソコン８３台のリース款、

それから入知谷及び長谷小学９の空調設備の設置工事、その６か各種３３金などを支出

いたしております。

２目小学９教育振興１は６０３万 ０６５歳で、自然学９推進事業と環境体験事業へ

の支出を行った６か、準要保護と特別支援学級児童への援助１を支出いたしております。

１６１、１６２ページをお願いします。３項中学９１は ９４４万 ８４３歳で、１ 

目中学９管理１は ９３１万 ３１０歳、神河中学９の学９医等の報酬、職員１名の人 

件１、嘱８・臨時職員の賃金と中学９におけます施設管理運営経１の６か、１６３、１

６４ページをお願いいたします。び学バスの委８款、教職用のパソコン３５台のリース

款、対外試合などへのバス等の自動車借り上げ款の６か、各種３３金の支出を行ってお

ります。

１６５、１６６ページをお願いします。２目中学９教育振興１は ０１２万 ５３３ 

歳で、外国語指２助手などの賃金や町ン事業所の協力を得て実施しましたトライやる・

ウイーク事業の委８款、準要保護と特別支援学級生費への援助１などを支出いたしてお

ります。

４項９９９１は１歳 ６２３万９２７歳で、９９９４９の９医やしし医の報酬、それ

から職員１１名の人件１の６か、１６７、１６８ページをお願いします。嘱８・臨時職

員の賃金、９９９におけます施設管理運営経１の６か、寺前９９９の大ジ根のといの修

繕を初めとします修繕１や各種３３金などを支出いたしました。

１６９、１７０ページをお願いします。５項社会教育１は４歳１２万 １６１歳で、

１目社会教育総務１は ８１５万 ５６６歳、社会教育委員５名の報酬、職員３名の人 

件１、嘱８・臨時職員の賃金などの６か、１７１、１７２ページをお願いします。石造

物等の文化財調査業務や福本遺なのガイにンス施設の整備基本設計及び実施設計業務の

委８款、それから業ガイにンス施設の用地の総入、吉冨春日神社の拝殿及び本殿の災害

１１工事の補助金、人費文化推進のための各種補助金などを支出いたしております。ま

た、文化財保た事業、９指定文化財保た整備等補助金で事た入入といたしまして、 ０

２３万 ０００歳を令和元年度へ入り入しをいたしております。

１７３、１７４ページをお願いいたします。２目公民館１は２歳 ５３６万 ８７５ 
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歳、中央公民館及び神崎公民館の職員３名の人件１、嘱８職員、公民館長などの賃金、

神河シニンカレッジの運営や公民館の各教３などの経１を支万った６か、１７５、１７

６ページをお願いします。公民館施設の光万水１、修繕経１、施設の清掃及び管理業務

委８款、それから公演の委８款、図書の総入１、町文化協会への補助金などを支出をし

た６か、中央公民館の空調設備等の改修に係ります工事１を支出いたしております。

１７７、１７８ページをお願いします。３目社会教育施設運営１は ６６０万 ７２ 

０歳で、児童センター、子育て学習センターや地域交流センターの管理運営に係るもの

でございまして、地域交流センター職員１名の人件１の６か、各種事業の嘱８・臨時職

員の賃金、各社会教育施設の光万水１や修繕款、地域交流センターの維持管理１や長期

山村万学の庶務業務の委８款などを支出いたしております。

１７９、１８０ページをお願いいたします。６項保健体育１は２歳 ３５３万 ９８ 

９歳で、１目保健体育総務１は７８１万５４０歳でございまして、保健体育一般事務に

係るもので、スポーツ推進委員さんへの報酬、それから次の１８１、１８２ページをお

願いします。各種スポーツ大会、イベントの委８款、町体育協会への補助金、青少年健

全育成団体への補助金などの６か、平成３０年度ではワールドりスターズゲー２ズ２０

２１関西の開催に向け、神河町の実行委員会に対しまして委８款を支出いたしておりま

す。

２目体育施設管理１は ６０４万 ６３５歳で、はにおか運動公９、町民体育館、町 

民温水プール、神崎体育センター、すぱーく神崎、町民グラウンド、松ケ瀬グラウンド

の各体育施設の維持管理に係る経１でございまして、嘱８・臨時職員の賃金、各施設の

光万水１や修繕款、施設の管理委８款、それからスイミングスクールの委８款の６か、

１８３、１８４ページをお願いします。温水プールのランニングりシンの総入などに支

出を行っております。

３目学９給食１は１歳 ９６７万 ８１４歳で、職員４名の人件１と嘱８・臨時職員 

の賃金など学９給食に係る経１でございまして、光万水１、調理機器等の修繕款の６か、

１８５、１８６ページをお願いします。施設管理の各種委８款、調理機器等のリース款、

蒸気ボイラーの更新工事、主食・副食の原材款１、給食に係ります一般備基総入などの

６か、準要保護や特別支援学級の児童・生費・９児に係ります給食の援助１なども支出

いたしております。

１８７、１８８ページをお願いします。１０款公債１は９歳 ２０１万 ０９７歳で、 

歳出総額の１２９ををめております。説明資款は９３、９４ページでございます。

１目元金は、一般公５事業債や一般単単事業債などの長期債の元金峰峰金で、９歳

４１０万８３４歳。

２目利子は、一般公５事業債や一般単単事業債の利子峰峰金や一時借入金の利子でご

ざいまして ７９０万 ８７４歳。 

３目公債８１は、支出済み額 ３８９歳で、起債峰峰に伴います手数款でございます。
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１１款８支出金は ５５１万 ０００歳で、説明資款は９４ページでございます。土 

地開発基金で管理しておりました福本地ンの高９用地 ２４ ⒊０平方メートルにつきま

して、福祉法人に付び財産として６し付けるため一般会計で１い１しを行っております。

１２款予備１は、６９０万 ０００歳をそれ発れのし目に充用いたしております。

１８９、１９０ページをお願いいたします。１３款災害１１１は１歳 ０３６万 ０ 

３８歳で、歳出総額の⒈５９でございます。説明資款は９４ページから９６ページでご

ざいます。

１項１目５業用施設災害１１１は ７５９万 ３４１歳で、１１工３カ所と５地１カ 

所に係ります災害１１に伴う工事１等でございます。また、 １２０万歳を令和元年度

に入り入しをいたしております。

１項２目林業施設災害１１１は４１７万 ４７３歳で、作業道災害１１１補助金など

を支出いたしております。また、４５０万歳を令和元年度に入り入しをいたしておりま

す。

２項１目公５土木施設災害１１１は１歳 ４１５万２２４歳で、公５土木施設災害１

１に係ります工事１などを支出いたしております。また、 ４００万歳を令和元年度に

入り入しをいたしております。

１９１、１９２ページをお願いします。３項１目その他公５施設・公用施設災害１１

１は、大黒茶ジ台風災害１１工事に係ります工事１で、４４４万 ０００歳を支出いた

しております。

合計合を見ていただきたいと思います。歳出合計では、支出済み額９７歳 ２１８万

８７０歳、入年度入入額といたしまして、入入明ジ１で３歳 ０１６万 ０００歳、  

事た入入で ０２３万 ０００歳となっております。 

１９３ページの６うをお願いをしたいと思います。一般会計の実質収支に関する調書

でございまして、この３につきましては町長の６うから説明がございましたので、省略

をさせていただきます。

１９４、１９５ページをお願いします。財産に関する調書でございます。公有財産の

項目の土地及び建物では、まず、土地の決算年度中の９付は行政財産では公営住宅の項

目で、町営住宅柏尾団地の建てかえに伴います１柏尾団地用地を処３をしましたため、

土地で ７０４平方メートルが付少し、その他の施設の項目で福本の福本遺なのガイに

ンス施設の用地取得によりまして、 ６８８平方メートル９９いたしております。入し

入きで ９８４平方メートルの９９となっております。付び財産では、その他の項目で

土地開発基金で管理しておりました福本地ンの高９用地につきまして、付び財産として

福祉法人に６し付けるため一般会計で１い１しを行ったため、 ２４３平方メートル９

９をいたしております。これより土地につきましては、行政財産、付び財産を合わせま

して、 ２２７平方メートルの９９となっております。建物につきましては、行政財産、

公営住宅の木造で１柏尾住宅の処３によりまして、６８４平方メートルの付、一方、新
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たに設置しました柏尾住宅で８８⒍７５平方メートルの９となりまして、木造で入し入

き２０⒉７５平方メートルの９となっております。付び財産の９付はございません。

１９６ページをお願いします。有価証券につきましては９付はございません。

出資による費利につきましては、０款みどり公社の出資金につきまして、新たに５家

指定の親元就５促進や次世代のビジネスリーにーとしての５業後継者を育成するための

事業を実施するに当たりまして、現在の運用益によります事業展開では事業１に不足が

生じるため、各８町からの出資金で造成しております積み立て資産の取り７しが行われ

ております。これによりまして、神河町３では１２万 ０００歳付少しておりまして、

９高が３６３万 ０００歳となっております。出資によります費利の合計では、決算年

度末現在９高は ０３２万歳となっております。

公営企業会計への出資では、公立神崎総合病院の出資につきまして、平成２６年度か

ら実施をいたしておりまして、平成３０年度で５年目となっております。平成３０年度

で７歳 ８５４万 ０００歳９９をいたしまして、１２歳 ８９９万 ０００歳の出資   

９高となっております。また、下水道事業への出資では、 ３８２万 ０００歳９９し、 

１歳 ０１９万 ０００歳が出資９高となっております。合計では、年度末現在高は１ 

３歳 ９１８万 ０００歳でございます。 

１９７ページをお願いします。債費では、住宅資金等６付金で元金返済によりまして

２０２万 ０００歳の付、医師修学資金の６１金で３名３７２０万歳の９、債費合計で

は、入し入き５１７万 ０００歳の９となりまして、合計で年度末現在高は１歳 ５８ 

８万 ０００歳となっています。

基金では、それ発れの基金の目的により取り７し、積み立てを行っています。財政調

整基金では、入し入き４歳６７８万 ０００歳を取り７しいたしまして、１２歳 ８７ 

３万 ０００歳の９高となった６か、基金合計での決算年度中の９付が入し入き合計４

歳 １０１万 ０００歳の付となりまして、年度末現在高は２７歳 ３４９万 ０００   

歳となりました。

１９８ページをお願いします。物基では、付び乗用車で建設課のプロボックス１台の

廃車と、地域交流センターのハイエースの１台、万雪車２台、計３台の総入を行いまし

て、入し入き２台の９、軽四自動車では、３台の廃車と新たに４台の総入を行いまして、

入し入き１台の９、りイクロバスでは、ホ２ルリラクシン配備のりイクロバス１台を廃

車した一方、コミュニ２ィバス車両を１台総入しておるため、入し入き９付はありませ

ん。８防ポンプ自動車では、南小田部の８防ポンプ自動車の更新と、高朝田部の自動車

ポンプ自動車を小型動力ポンプつき軽四積載車へ更新したことにより、１台付。小型動

力ポンプつき軽四積載車では、高朝田部の小型動力ポンプつき軽四積載車総入によりま

して、１台の９。これによりまして、入し入きで３台が９となりまして、合計で９５台

という６６でございます。

以上、平成３０年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件につきまして、大まかな説
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明になりましたが、これで説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いを

いたします。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

以上で第９１号議案の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時ち７うどといたします。

午前１０時４１分休憩

午前１１時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、次に、第９２号議案、平成３０年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入

歳出決算認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９２号議案、平成３０年度神河町介護療育支援事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

神河町介護療育支援事業は、神崎郡３町と８路８が５業で運営しており、障害を持つ

子供の療育や家族への直万的支援はもとより、学９や各町保健３当、健康福祉事務所と

のに携をびして、障害を持つ子供たちを支えております。

今年度の小児療育延入利用児数は、就学前児３５０人、就学児 ００４人、合計 ３ 

５４人。収入済み額 ０７１万 ０４６歳、支出済み額 ８４５万 ０６１歳、歳入歳   

出入し入き９額は ２２５万 ９８５歳でございます。 

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） それでは、詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、詳細説明を事項別明細書で説明させていただきます

ので、５ページ、６ページをお願いいたします。

１款３３金及び３３金は、８川町、福崎町及び８路８からの運営１の３３金 １００

万 ０００歳でございます。

２款入入金の１目一般会計入入金は、神河町の運営３３金で９５６万歳、２目訪問看

護事業特別会計入入金１００万歳は、ケンス２ーションの事務所を訪問看護ス２ーショ

ンが利用していることから、訪問看護事業からの事務所の賃借款としての３３金でござ

います。
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３款入入金は、９３９万 ３４０歳です。

次に、４款８収入、１項事業収入でございますが、１目障害児び９事業収入で ４４

２万 ６８６歳、２目障害児相談支援事業収入３１１万 ６２０歳でございます。次に、 

２項受８事業収入７１万 ９１６歳は、スタッフを各町の介護予防教３等へ講師として

派派した事業収入でございます。３項の利用者３３金１１８万 ６９４歳は、１３の１

人３３３でございます。４項の５入では、各行事における参９１などでございます。

次に、７ページ、８ページの歳出をごらんください。１款業務１ ２０６万 ６５７ 

歳でございます。これにつきましては、人件１が主なものでございます。給款及び職員

手当は、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、ケースワーカーの４名３でございます。

５済１は、その４名の５済１及び嘱８及び臨時職員の社会保険款等でございます。７節

賃金につきましては、嘱８及び臨時職員の保育士各２名と社会福祉士１名、嘱８事務員

１名、運１員２名３で １０９万 ２７４歳でございます。８節報峰１は、研修会の講 

師謝金で１０万歳。９節師１は１３万 ８５４歳。１１節師用１では、主に燃款１、光

万水１など全体で３５６万 ７１４歳。１２節４務１は、び話款などで５８万 ８３３ 

歳。次に、８ページから１０ページの清掃維持管理、エレベーターの保守点検を初めと

した委８款が１４７万 ９９２歳でございます。１０ページに１４節の款用款及び賃借

款は、財務会計シス２２の賃借款などで４９万 ３４８歳。１８節の備基総入１は、療

育用の機材の総入などで７万 ４００歳。１９節３３金、補助及び交付金では、相談支

援など専援研修３３金１万 ０００歳。２７節公課１は、自動車重揮税３万 ８００歳 

でございます。

３款８支出金の一般会計入出金６３８万 ４０４歳は、建設峰峰金の３３３でござい

ます。

次に、１１ページ、１２ページには、実質収支に関する調書と財産等に関する調書を

つけておりますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９２号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９３号議案、平成３０年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案、平成３０年度神河町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、国民健康保険税２歳 ７４１万 ０００歳、９支出金１０歳 ７９１万   

０００歳、入入金 ３９６万 ０００歳、入入金 ９７２万 ０００歳などで、歳入合   

計は１４歳１４０万 ０００歳となっております。
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歳出では、総務１ ７１１万 ０００歳、保険給付１９歳 ８３３万 ０００歳、国   

民健康保険事業１納付金２歳 ９９８万 ０００歳、保健事業１７７４万 ０００歳、  

基金１ ８１６万 ０００歳、８支出金 ３２８万 ０００歳などで、歳出合計は１３   

歳 ４６３万 ０００歳となっており、歳入歳出入し入き額は ６７６万 ０００歳で、   

実質収支額も業様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細につ

きましてまして御説明させていただきます。

歳入の部ですが、事項別明細書５ページから収入済み額を中心に主な項目を説明いた

します。

１款国民健康保険税の総額は２歳 ７４１万 ００９歳で、収入９済額が ２４９万  

６４６歳であります。収入額のン訳は、１目一般被保険者３２歳 ４３４万 ５７６  

歳で、うち現年３２歳７０９万 ０３０歳、滞納３７２５万 ５４６歳で、税の３区３ 

は備考のとおりであります。２目退職被保険者３は３０６万 ４３３歳で、うち現年３

２３６万 ４０６歳、滞納３７０万 ０２７歳で、税の３区３は備考のとおりでありま 

す。

２款款用款及び手数款は６万 ０００歳で、保険税２促手数款です。

３款国款支出金はゼロです。

７ページに入ります。４款９支出金、保険給付１等交付金は１０歳 ７９１万８１７

歳で、ン訳として付び交付金が９歳 ４７２万 ８１７歳、特別交付金が ３１８万   

０００歳です。

５款財産収入１６万 ８４８歳で、財政調整基金利子であります。

６款入入金、１項他会計入入金、１目一般会計入入金の総額は ３９６万 ３８６歳 

です。ン訳は、１節保険基盤安定入入金で、備考合の保険税軽付３ ５４７万 ５００ 

歳、保険者支援３ ００９万 ２９３歳、２節職員給１１等入入金 ２３８万 ５９３   

歳、３節出産育児一時金入入金１６８万歳、４節財政安定化支援事業入入金は交付税算

入３であり、４３２万 ０００歳であります。

７款入入金は前年度入入金で、 ９７２万 ９２５歳です。 

９ページに入ります。８款８収入は２１５万 ６３７歳で、ン訳は、１項１目一般被

保険者国民健康保険税延滞金で５２万９００歳です。続いて、２項５入、１目第三者納

付金は８０万 １２２歳、２目返納金８万 ５４７歳、３目５入は、特定健診実１２収 

金等で６６万 ０６８歳で、６目特定健康診査等３３金７万 ０００歳であります。 
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１１ページに入りまして、以上、歳入合計が１４歳１４０万 ６２２歳であります。

続きまして、歳出の部ですが、事項別明細書１３ページから支出済み額の主な項目を

説明いたします。

１款総務１の総額は ７１１万 ５０９歳、１項総務管理１は ６６９万 ８６２歳   

で、節の区３の主なものは、給款、職員手当、５済１、賃金、委８款で、詳細は記載の

とおりでございます。２項２税１は３６万 ６４７歳で、主に７課２収１であります。

１５ページ、２款保険給付１の総額は９歳 ８３３万 ３６５歳です。まず、目合に 

あります療養給付１と療養１の違いを申し上げます。療養給付１は、び８の診察、処置、

治療、看護の医療行為で、被保険者は医療１の原則３３を支万う方５で、現物支給と言

われております。一方、療養１は、コルセットなどの補装具などで、被保険者が一旦全

額を支万いし、国保に合会の審査後、適正であれ４７３が現金支給される方５でありま

す。ン訳は、１項療養８１７歳 ９７５万 ５１２歳、１目一般被保険者療養給付１は、 

件数が４万 １０８件、７歳 ７２１万 ８３１歳、２目退職被保険者は、３８７件で  

３３７万 ９５５歳です。３目一般被保険者の療養１は、 ３６６件で６６２万 ３１  

６歳、４目退職被保険者等療養１につきましては２１件、１１万 ８１５歳、５目審査

支万い手数款は、レセプト点検手数款などで２４２万 ５９５歳です。

２項高額療養１として１歳 ４００万 ６５３歳。ン訳として、一般３及び高額介護 

合算３を合わせまして ８２１件で、１歳 ３９１万 ３３６歳。１７ページに参りま  

して、退職３２件で８万 ３１７歳です。

４項出産育児８１は、件数６件で２５２万 ０５０歳、５項葬４８１件数は１８件で、

９０万歳、６項９神結核医療付９金は、 ０５５件で１１５万 １５０歳です。 

１９ページに入ります。３款国民健康保険事業１納付金、過去３カ年の医療１水準等

を算出基礎として９へ納めることとなります納付金の総額は、２歳 ９９８万 ４１５ 

歳。ン訳として、医療給付１３は一般被保険者３２歳９５万 ０３６歳、退職被保険者

３１８６万 ０６３歳。後期高齢者支援金等３は一般被保険者３ ５１９万 ７３１歳、  

退職被保険者３８３万 ２７３歳、介護納付金３は １１３万３１２歳。 

４款保健事業１の総額は７７４万 １７９歳で、ン訳は、１項特定健康診査等事業１

４６２万 ３３９歳は、４０歳から７５歳９満を対象とした特定健診、保健指２に係る

経１でございます。

２１ページに入ります。２項保健事業１３１２万８４０歳は保健指２事業委８款、無

受診家庭への記念基や制度啓発パンフ、人ンドック、脳ドックなどに係る経１です。

５款基金１は、財政調整基金積立金 ８１６万 ８４８歳です。 

６款８支出金の総額は ３２８万 ０２９歳で、１項１目国民健康保険税峰付金８３ 

万 ６００歳。２３ページに入ります。２目国款支出金返納金は ９６４万 ５６９歳  

で、詳細は備考に記載のとおりです。３目療養給付１交付金返峰金２２４万 ８７８歳、

４目９支出金返納金６万９８２歳、２項１目一般会計入出金は５０万 ０００歳。

－１１８－



７款予備１はゼロです。

以上、歳出合計が１３歳 ４６３万 ３４５歳であります。 

なお、２５ページに決算実質収支を記載しております。

３０年度国民健康保険事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９３号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９４号議案、平成３０年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９４号議案、平成３０年度神河町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、後期高齢者医療保険款１歳 ７４３万歳、入入金 ００１万 ０００歳、  

入入金２１８万 ０００歳などで、歳入合計は１歳 ９６４万 ０００歳となっており  

ます。

歳出では、総務１７９３万 ０００歳、後期高齢者医療広域に合納付金１歳 ９７３ 

万 ０００歳などで、歳出合計は１歳 ７６８万 ０００歳となっており、歳入歳出入  

し入き額は１９５万 ０００歳で、実質収支額も業様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細につ

きまして説明をさせていただきます。

歳入の部ですが、事項別明細書５ページから収入済み額を中心に主な項目を説明いた

します。

１款後期高齢者医療保険款の総額は１歳 ７４３万２０３歳で、収入９済額が５９万

１２６歳、２収率９ ⒐５９であります。ン訳は、１目特別２収１歳１６３万 ６３０

歳、２収率１００９でございます。２目付び２収 ５７９万 ５７３歳で、２収率は現 

年が９⒏６９、過年度が４⒏１９となっております。

３款入入金の総額は ００１万 ３６３歳で、１目事務１入入金７９３万 ０９４歳、  

２目保険基盤安定入入金 ２０８万 ２６９歳です。 

７ページに入ります。５款入入金は、前年度入入金２１８万 ０３２歳です。

以上等で、歳入合計は１歳 ９６４万 ３３９歳であります。 
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続きまして、歳出の部ですが、事項別明細書９ページから支出済み額の主な項目を説

明いたします。

１款総務１の総額は７９３万 ８９４歳で、主なものは、２節給款２５７万 ７００ 

歳、３節職員手当等１２５万 ０２４歳、４節５済１１１６万 ２３５歳、１２節４務 

１３８万 ５１４歳、１３節委８款、シス２２改修委８款で２４８万６００歳。

２款後期高齢者医療広域に合納付金は１歳 ９７３万 ４９１歳で、備考合の保険款 

等３３金１歳 ７６５万 ２２２歳は、３月３１日までに２収した額で歳入の保険款と 

約２０万歳の入額がありますが、令和元年度に納入をいたします。業じく備考合の保険

基盤安定制度３３金は ２０８万 ２６９歳で、歳入の保険基盤安定入入金と業額です。 

以上等で、歳出合計は１歳 ７６８万 ５８８歳であります。 

なお、１３ページに決算実質収支を記載しております。

３０年度後期高齢者医療事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９５号議案、平成３０年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９５号議案、平成３０年度神河町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、介護保険款２歳 １１８万 ８５７歳、３３金及び３３金 ８３３万 ０   

００歳、款用款及び手数款２万 ０００歳、国款支出金３歳 ８０４万 ５８１歳、支  

万基金交付金３歳 ７３１万 ０００歳、９支出金１歳 ０９５万歳、財産収入１３万  

９４５歳、入入金２歳 １９６万 ９６８歳、入入金 ７６２万 ６８６歳、８収入    

４８９万 ６２０歳、歳入合計は１４歳 ０４６万 ６５７歳となっております。  

歳出では、総務１ ３７４万 ０６６歳、保険給付１１２歳 ７７８万 ９６６歳、   

地域支援事業１ ４４１万 ３９０歳、基金積立金 ０８０万 ９４５歳、８支出金    

５９１万 ６１５歳、歳出合計は１４歳 ２６７万 ９８２歳となっており、歳入歳出  

入し入き額は ７７９万 ６７５歳でございます。 

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。第９５号議案の詳細
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について御説明を申し上げます。事項別明細書以下で説明をさせていただきます。５ペ

ージ、６ページをごらんください。

歳入でございます。１款介護保険款、１節現年度３２歳 ００６万 ５２０歳、２収 

率は９⒐８９で、６５歳以上の方の保険款でございます。昨年度より２９２収率は向

上しております。２節滞納入り入し３１１２万 ３３７歳、２収率３ ⒌０９でございま

す。昨年度より１⒊７９２収率は向上しております。

２款３３金及び３３金 ８３３万 ０００歳は神崎郡認定審査会５業設置３３金で、 

８川町から８５８万歳、福崎町から９７５万 ０００歳の３３をいただいております。

この３３３合は介護認定者数３が５０９、審査件数３が５０９となっております。

３款款用款及び手数款は、介護保険款に係る２促手数款１件１００歳の２４０件３、

２万 ０００歳でございます。

４款１項１目介護給付１３３金２歳 ２３９万 ６９１歳は、介護給付１に係る国の 

３３３で、３３率は、在宅サービスに係る３３率は２０９、施設サービスに係る３３率

は１５９でございます。２項１目調整交付金 ７１３万 ０００歳は、高齢化率などで 

調整されて国から交付されます。基本的には、交付率は⒌０９ですが、神河町は高齢化

率が高いため、⒎１９の交付率となっております。また、平成３０年度から総合事業調

整交付金が新たに交付をされております。

続きまして、７ページ、８ページをお願いいたします。２目地域支援事業交付金、介

護予防事業３９１２万 ２００歳は、介護予防事業実施に係る国からの交付金でござい

ます。３目地域支援事業交付金、２目以外の事業３ ５８５万 ６９０歳は、地域ま括 

支援センターの運営１、認知症高齢者見守り事業、費利擁護事業、在宅医療・介護に携

推進事業、生活支援体制整備事業等に係る国からの交付金でございます。４目事業１補

助金１６５万歳は、法改正対応シス２２改修１に対する補助金でございます。５目保険

者機万強化推進交付金１８７万 ０００歳は、平成３０年度から新たに創設されたもの

で、各８町村が自立支援、重度化防止に向けた積極的な取り組みを行うことを支援する

目的で交付されるものです。

５款１項１目介護給付１交付金３歳 ４９７万 ０００歳、２目地域支援事業交付金 

２３４万 ０００歳、この支万基金交付金は第２号被保険者４０歳から６４歳の方が 

医療保険と合わせて納めていただいた保険款で、社会保険診療報酬支万基金をびじて交

付されるものでございます。

続きまして、９ページ、１０ページをお願いいたします。６款１項１目介護給付１３

３金１歳 ７２０万 ０００歳、介護給付１に係る９の３３金で、在宅サービスに係る 

３３率は１⒉５９、施設サービスに係る３３金は１⒎５９でございます。２項１目地域

支援事業交付金、介護予防事業３５７１万 ０００歳、２目地域支援事業交付金、１目

以外の事業３８０２万 ０００歳でございます。

７款財産収入、１目利子及び配当金１３万 ９４５歳は、介護給付１準備基金に生じ
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た利子でございます。

８款入入金、１目介護給付１入入金１歳 ２２２万 ７４５歳は、介護給付１に係る 

町の１⒉５９の３３相当３でございます。続きまして、１１、１２ページをお願いしま

す。２目１節一般会計入入金、職員給１１等入入金 ９１５万 ２２６歳は、事務職員 

４名、介護認定訪問調査員２名の給１１３３３でございます。２節事務１入入金 ６５

３万６１８歳は、神崎郡認定審査会に係る神河町３３３７８５万とその他事務１入入金

８６８万６１８歳でございます。３節地域支援事業入入金、介護予防事業３５２９万

８３５歳、４節、３節以外の事業３７１２万 ４６４歳、５節介護保険款軽付３３金入

入金１６３万 ０８０歳でございます。介護保険款軽付対象者、１０９軽付となります

が、第一段階の被保険者４７１人３となっております。

９款１項１目入入金 ７６２万 ６８６歳は、前年度入入金でございます。 

１０款１項１目第１号被保険者延滞金２万 ７００歳でございます。

続きまして、１３ページ、１４ページをお願いします。２項１目５入４８６万 ９２

０歳、ン訳は、介護予防ケンプラン作成１４７８万 ２００歳と、他８町から訪問調査

受８収入が１万 ９６０歳、介護予防事業参９１６万 ９００歳等でございます。 

以上、歳入合計は１４歳 ０４６万 ６５７歳でございます。 

続きまして、１５、１６ページをお願いします。歳出でございます。１款１項１目資

格業務管理１ ２９２万 ４６４歳は、資格及び保険款７課業務の税務課、健康福祉課 

職員２名３の人件１と法改正に伴うシス２２改修委８款などの事務１でございます。２

目サービス業務管理１ ２２９万 １３７歳は、健康福祉課職員２名３の人件１と介護 

認定の訪問調査員２名３の賃金、事務１でございます。

続きまして、１７、１８ページをお願いします。３目に合会３３金１０万 ９３０歳

でございます。

２項１目７課２収１３３万９９３歳、７課２収等に係る事務１でございます。３項介

護認定審査会１ ４１９万 １４２歳、審査委員への報酬、１用弁峰等と２名の嘱８職 

員賃金９びに認定審査に係るコンピューター保守点検委８款、神崎郡介護認定審査会へ

の職員給１３等の入出金などの事務でございます。

続きまして、１９、２０ページをお願いします。４項訪問調査１３８４万 ４００歳、

介護保険訪問調査に係る事務１で、主なものは主治医意見書款でございます。５項運営

協議会１４万 ０００歳、委員謝礼でございます。

２款１項１目介護サービス給付１等８１１２歳 ６８２万 ０１０歳で、前年に比入 

⒈５９９の５びとなっております。主なものは万宅介護サービス給付１等で３歳 １９

５万 ６０５歳、施設介護サービス給付１等４歳 ９７６万 ６１９歳、地域５ン型介  

護サービス給付１等２歳 ８２４万 ６９２歳、高額介護サービス給付１等 １９２万  

５０２歳でございます。

続きまして、２１、２２ページをお願いします。２項その他８１９６万 ９５６歳は、
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介護給付１審査支万い手数款でございます。

３款１項１目介護予防・生活支援サービス１ ７９９万 ９７６歳は、要介護６態等 

になるおそれが高い６態にあると認められる６５歳以上の方を対象として、介護予防を

実施する事業でございまして、古田先生、公立神崎総合病院リハビリ２ーションし、ケ

ンス２ーションかんざき等に講師を依頼し、一般介護予防教３、認知症予防教３、じっ

くり・こつこつ貯筋教３、地区巡回健康教３などを実施しております。

２目介護予防ケンりネジメント事業１２４６万 ５００歳は、要支援認定者のケンプ

ラン作成１に係る国保にへ支万う３３金でございます。

続きまして、２３、２４ページをお願いします。２項１目一般介護予防事業１ １８

６万５５５歳は、職員１名３の人件１と介護予防事業の委８款などでございます。

３項１目ま括的・継続的ケンりネジメント事業１ ６７３万 ４８９歳は、地域ま括 

支援センター職員３名３と嘱８主任ケンりネ１名の人件１と法改正シス２２改修委８款

等の事務１でございます。

２目認知症高齢者見守り事業１２４５万 ７７０歳は、認知症タッチパネル検査によ

りハイリスク者を発見した場合の万万診簡に係る医師の賃金と、ハイリスク者に対する

認知症予防教３、６がらか教３や地区巡回教３開催に当たる看護師等のスタッフの賃金

等でございます。

３目費利擁護事業１４３万 ３８５歳は、地域見守りネットワーク会議に係る委員謝

礼等及び町が低所得者に対する成年後見制度に係る申し立てを行う１用、成年後見制度

利用支援事業助成金等でございます。

続きまして、２７、２８ページをお願いします。５目在宅医療・介護に携推進事業１

４１２万 ３７６歳は、昨年４月から神崎郡医師会に委８をし、公立神崎総合病院が事

務局となった神崎郡在宅医療・介護に携支援センター運営委８款と、在宅医療・介護に

携推進協議会開催に係る委員謝金及び認知症ケン推進部会、多職種に携研修部会、医療

介護に携部会の３つの部会が延入１９回開催に係る報峰１等でございます。

６目生活支援体制整備事業１８２０万 ２４３歳については、社会福祉協議会に委８

しております生活支援コーディネーター委８款と、昨年２月に開催しました生活支援推

進フォーラ２の経１でございます。

７目認知症初期集中支援推進事業２万 ０００歳は、対象者の検７会に出席をいただ

いたときの人件１でございます。

８目地域ケン会議推進事業１万 ０００歳は、会議出席をいただいた委員謝金でござ

います。

４項１目審査支万い手数款９万 ０９６歳は、総合事業の審査支万い手数款でござい

ます。

続きまして、２９、３０ページをお願いします。５款１項１目介護給付１準備基金積

立金 ０８０万 ９４５歳は、介護給付１準備基金への積立金でございます。 
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６款１項１目第１号被保険者保険款峰付金４万 ３２０歳は、６６等による保険款峰

付金で３件でございます。２目峰峰金 ５８７万 ２９５歳は、過年度に係る国・９３ 

３金等の峰峰金でございます。

これらによりまして、歳出合計は１４歳 ２６７万 ９８２歳でございます。 

３１ページに決算実質収支に関する調書を掲載しております。

３２ページをごらんください。介護保険の準備基金につきましては、３０年度に ０

８０万 ９４５歳を積み立て、決算年度末には１歳３０７万歳を保有しております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９６号議案、平成３０年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の

件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９６号議案、平成３０年度神河町土地開発事業特別会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見書

を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、予算現額 ４３１万 ０００歳に対し、調定額、収入済み額ともに ５０  

７万 ５７７歳で、その３合は１０ ⒈２９でございます。

歳出では、予算現額 ４３１万 ０００歳に対し、支出済み額が７６５万１２４歳、 

執行率１⒈９９でございます。実質収支におきましては、歳入歳出入し入き額が ７４

２万 ４５３歳で、実質収支額も業様でございます。

次に、財産についてでございます。行政財産の保有は、決算書１０ページに記載のと

おり、公９としましてお桜たうんに ３６５平方メートルあります。付び財産では、宅

地として、お桜たうんに ８４９平方メートル、しんこうタウン第３期３１で、７区画

３ ４５８平方メートルがございましたが、年度ンに完２いたしましたので、年度末現

在高はゼロとなっております。カクレ畑にクラインガル２ン１８在在地３ ４９９平方

メートルがあり、田畑としてしんこうタウンに５９５平方メートルがあります。その他

の土地として、しんこうタウンで ５８９平方メートル、カクレ畑で ３８３平方メー 

トルございます。行政財産と付び財産と合わせて２万２８０平方メートルを所有してお

り、２９年度と比入まして、しんこうタウン３１の ４５８平方メートルの付少となっ

ております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。
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○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課の藤原でございます。

それでは、平成３０年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出決算について、主なも

のについて御説明を申し上げます。事項別明細書の５ページ、６ページをお願いをいた

します。

まず、歳入でございますが、１款財産収入、１項１目１節の土地２り万い収入で ４

１５万２００歳ございます。ン訳といたしましては、貝野住宅の２り万い収入として、

しんこうタウン第３期３１の９り７区画３のり２収入が ３７９万 ０００歳、クライ 

ンガル２ンカクレ畑の賃６３の土地代の３３万いで３５万 ２００歳、これは大川原区

の土地代と業区１組の土地代、神河町の土地款用款の合計でありまして、このうち町の

３は１２万 １１１歳となっております。

次に、３款１項１目１節前年度入入金ですが、 ０９２万 ３７７歳でございました。 

歳入合計が ５０７万 ５７７歳となっております。 

次に、７ページ、８ページからの歳出でございます。１款土木１、１項１目貝野宅地

造成事業ですが、８節報峰１の１４０万歳は、１区画当たり２０万歳の３１地総入者紹

介報奨金として、７区画３を支万ったものでございます。１３節委８款で、２回の４４

り委８款として、シルバー人材センターに１３万４４３歳を支万っております。２８節

入出金でございますが、しんこうタウン３１地の９り７区画３が２れましたので、その

うち５７３万 ０００歳を一般会計に入り出しており、今回の支出により一般会計から

入り入れしました金額の全額を返峰いたしております。

２目寺前宅地造成事業１は、お桜たうんの維持管理１として修繕款を組んでおりまし

たが、支万いはございません。

３目カクレ畑多自然万住推進事業１は、２２節補峰、補３及び３峰金で２３万 ０８

９歳を賃６部３の土地の３３万いとして、大川原区と業区１組へ支万っております。

２款予備１の支出はいたしておりません。

これら歳出の合計は７６５万１２４歳となってございます。

以上、説明とさせていただきます。御審議の６どよろしくお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９６号議案の提案説明は終わりました。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開を１３時ち７うどといたします。

午前１１時５２分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

ただいまの時ンより清瀬代表監査委員さんにも業席していただいておりますので、御

了承願います。

それでは、午前中に入き続きまして、第９７号議案、平成３０年度神河町訪問看護事

業特別会計歳入歳出決算認定の件について、提出者の説明を求めます。
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山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９７号議案、平成３０年度神河町訪問看護事業特別会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

訪問看護は、中播磨地域の病院や開業医からの依頼は多く、８路８香寺町から朝来８

生野町までをエリンとし、訪問看護、訪問リハビリなどを行っています。また、在宅医

療、在宅ケンの推進のため、地域医療の３い手として地域住民の皆様の要望に応える入

く、夜ンの携帯７話への１送により２４時ン緊急に絡体制をとる対応も行っております。

今年度の訪問看護ス２ーション利用者数は ０３６人、訪問総回数は１万 ７６３回、 

収入済み額１歳 ３１０万 ３８９歳、支出済み額１歳７４６万 ６９４歳、歳入歳出  

入し入き９額は ５６４万 ６９５歳でございます。 

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、詳細説明を事項別明細書でさせていただきますので、

５ページ、６ページをごらんいただきたいと思います。

まず、１款事業収入１歳 １８４万 ４９１歳、ン訳につきましては、医療保険収入 

が ７２０万 ７２２歳と、介護保険収入のサービス事業収入が ８４９万 ２６９歳、   

万宅介護支援事業収入がケンプラン作成１として６１４万 ５００歳でございます。

４款入入金は ９８３万６１２歳、５款８収入の１項受８事業収入は、介護予防受８

事業収入などで５３万 ４００歳、２項５入は職員健康診査助成金及び町有自動車９害

保険の受入金などで８９万 ８８６歳でございます。

次に、歳出でございます。７ページ、８ページをお願いします。１款業務１につきま

しては１歳５４６万 ６９４歳で、主に訪問看護ス２ーションの運営に係ります人件１

で、理学療法士、作業療法士、看護師の１１名３の給款及び手当でございます。５済１

は、正職員の５済１及び嘱８・臨時職員の社会保険款等でございます。また、賃金は嘱

８の事務員と看護師及び臨時の看護師の３で、 ６８０万 ６３６歳でございます。９ 

節師１は、付び師１として３６万 ３２７歳。１１節師用１は、訪問用自動車の燃款代

などで３７１万 ３３０歳。１２節４務１はび話款などで１１７万 ６７８歳。１３節 

委８款の主なものは訪問看護委８款で、８路８香寺町について登録看護師に委８してお

ります経１など４３９万 ２１８歳でございます。

９ページ、１０ページをお願いいたします。１４節款用款及び賃借款は、白衣のリー
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ス款などで１５２万 ９３５歳。１８節備基総入１は、訪問看護用車両の更新などで１

３５万 ７２８歳。１９節３３金、補助及び交付金は、研修会３３金などで２２万 ３ 

５６歳。２２節補峰、補３及び３峰金は、対物事たによる９害３峰補峰額１９万 ５２

０歳。２７節公課１は、自動車重揮税５万２００歳。３款基金積立金は１００万歳を積

み立てております。

４款８支出金は、介護款支援事業会計へ事務所賃借款相当として１００万歳入り出し

ています。歳出は以上でございます。

次の１１ページ、１２ページにつきましては、決算実質収支に関する調書と財産等に

関する調書をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９７号議案の提案説明が終わりました。

次に、第９８号議案、平成３０年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９８号議案、平成３０年度産業廃棄物処理事業特別会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、款用款及び手数款 ４１１万 ０００歳、入入金 ７７２万 ０００歳な   

どで、歳入合計は １８５万 ０００歳となっております。 

歳出では、産業廃棄物処理事業１ ４８２万 ０００歳で、歳出合計も ４８２万   

０００歳となっており、歳入歳出入し入き額は ７０２万 ０００歳で、実質収支額も 

業様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課参事兼防災特命参事から御説明いたしますので、よ

ろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課参事兼防災特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（平岡 ○雄君） 住民生活課、平岡です。それでは、

詳細を説明させていただきます。

まず、歳入につきまして、事項別明細書、５ページ、６ページをごらんください。１

款款用款及び手数款は ４１１万 ２０３歳で、歳入総額の約７８９ををめ、９土と不 

燃物の燃入揮合計３万 １７ ⒋７トンの処３地款用款です。

２款財産収入 ４３８歳は、財政調整基金の利子です。

４款入入金 ７７２万 ４３６歳は、前年度入入金です。 

以上、歳入合計が １８５万 ０７７歳であります。 
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続きまして、歳出ですが、事項別明細書、７ページ、８ページをごらんください。１

款産業廃棄物処理事業１は ４８２万 ２８７歳で、主なものといたしまして、１３節 

委８款は １７６万 ５７１歳で、そのン訳は備考合に記載の４項目でございます。２ 

５節積立金 ８１７万 ０００歳は、財政調整基金への積み立てです。 

以上等で、歳出合計が ４８２万 ２８７歳でございます。 

なお、９ページに決算実質収支を記載しております。

平成３０年度産業廃棄物処理事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９９号議案、平成３０年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９９号議案、平成３０年度寺前地区振興基金特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、予算現額５３６万 ０００歳に対し、調定額、収入済み額ともに５２１万

８５１歳で、その３合は９ ⒎２９でございます。

歳出でも、予算現額５３６万 ０００歳に対し、支出済み額が５２１万 ８５１歳で、 

その３合は９⒎２９でございます。

また、寺前地区振興基金の決算年度末現在高は６歳 ４９７万 ３２２歳でございま 

す。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

それでは、御説明申し上げます。事項別明細書の５ページ、６ページをお願いをいたし

ます。

まず、歳入でございますが、１款１項１目振興基金入入金は４２３万 ８４１歳でご

ざいますが、ン訳は、漁協３１００万歳と地区振興３２９７万 ８２５歳、事務１３２

６万 ０１６歳となっております。

次に、２款１項１目利子及び配当金は９７万 ０１０歳で、基金の運用益でございま

して、ン訳として、漁協３１４８歳と地区振興３９７万 ８６２歳でございます。

７ページ、８ページで、歳出の説明をさせていただきます。１目一般管理１は総額２
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６万 ０１６歳で、２回の審議会の委員報酬、１用弁峰や開催経１の６か、寺前財産区

の研修随行師１等、事務的経１となってございます。

２目振興基金１は９７万 ０１０歳で、財産運用収入３を基金に積み立てをいたして

おります。

３目地域振興１は、１９節３３金、補助及び交付金で、地区振興３の利息収入３９７

万 ８２５歳を集落運営８経１助成金として、１１区へ支万いをいたしております。ま

た、スポーツ・レクリエーション施設整備事業補助金として、比延区から申請のありま

した地蔵前子供広場整備事業の補助金２００万歳を支出いたしております。次に、２８

節入出金は、寺前漁協の運営経１としての申請がありました１００万歳を一般会計への

入り出しとしております。

９ページには実質収支の調書、１０ページには財産に関する調書を添付をいたしてお

りますので、ごらんいただきたいと思います。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１００号議案、平成３０年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１００号議案、平成３０年度長谷地区振興基金特別会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、予算現額４５７万 ０００歳に対し、調定額、収入済み額ともに４１６万

７７６歳で、その３合は９ ⒈１９でございます。

歳出でも、予算現額４５７万 ０００歳に対し、支出済み額が４１６万 ７７６歳で、 

その３合は９⒈１９でございます。

また、長谷地区振興基金の決算年度末現在高は１歳 ６４１万 ４１１歳でございま 

す。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

それでは、詳細説明を申し上げます。事項別明細書の５ページ、６ページをお願いをい

たします。

まず、歳入でございますが、１款１項１目振興基金入入金は４０９万 ６４３歳でご
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ざいますが、ン訳といたしまして、漁協３４００万歳と事務１３９万 ６４３歳となっ

てございます。

次に、２款１項１目利子及び配当金は６万 １３３歳で、基金の運用益でございまし

て、ン訳として、漁協３１万 ３０８歳と地区振興３５万８２５歳でございます。

７ページ、８ページで、歳出の御説明を申し上げます。１目一般管理１は総額９万

６４３歳で、審議会１回３の委員報酬、１用弁峰や開催経１など事務的な経１となって

おります。

２目振興基金１は６万 １３３歳で、財産運用収入３を基金に積み立てをいたしてお

ります。

３目地域振興１は、１９節３３金、補助及び交付金で、地区からの取り７し等はなく、

次の２８節入出金で漁協３の運営経１として申請のございました４００万歳を一般会計

に入り出しております。

９ページには実質収支の調書、１０ページには財産に関する調書を添付をいたしてお

りますので、ごらんいただきたく思います。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１００号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１０１号議案、平成３０年度神河町水道事業会計決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０１号議案、平成３０年度神河町水道事業会計決算書認定

の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。平成３０年度は簡簡水道施設整備事業とし

て、川上付圧槽の更新、浄水場の薬基注入設備整備及び膜ろ過浄水機器の更新を実施し

ました。

また、水道管路緊急改善事業では、渕地ン全域及び柏尾地ンの一部の水道管布設がえ

工事を実施し、安全安心のライフラインづくりの強化を図りました。

収益的収支では、事業収益は４歳４１５万 ０００歳、事業１用は４歳１５０万 ０ 

００歳で、収支では、当年度０利益２５１万 ０００歳となりました。

資本的収支では、資本的収入は２歳 ６８１万 ０００歳で、資本的支出は３歳 ９  

０３万歳で、うち建設改良１２歳 ０９９万 ０００歳、企業債峰峰金１歳 ８０３万  

０００歳となり、収支不足額１歳 ２２１万 ０００歳は、過年度３９益０定万保資  

金等で補３いたしました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお
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願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

真弓上下水道課長。

○上下水道課長（真弓 俊英君） 上下水道課の真弓でございます。それでは、第１０１

号議案について詳細を御説明させていただきます。

決算書の１ページをお願いします。収益的収入及び支出で、収入の第１款水道事業収

益の決算額は４歳 ３７８万 ３８７歳、支出の第１款水道事業１用の決算額は４歳５ 

８４万 １８７歳となりました。

２ページをお願いします。資本的収入及び支出で、収入の第１款資本的収入の決算額

は２歳 ６８１万 ９６４歳、支出の第１款資本的支出の決算額は４歳 ８３８万 ８   

３７歳、資本的収入が資本的支出額に不足する額１歳 １５６万 ８７３歳は、過年度 

３９益０定万保資金等で補３しました。

３ページをお願いします。９益計算書でございます。営業収益は２歳 ５４１万 ８ 

９１歳、営業１用は３歳 ０２７万 ３９５歳、入し入き１歳 ４８６万 ５０４歳の   

営業９営となっています。営業外収益は１歳 ８７４万 ４３６歳、営業外１用は １  

２３万 ８７３歳、経８利益は２６４万 ０５９歳となりました。当年度０利益は２５ 

１万 ９３１歳となりました。

次に、５ページ、６ページは６借対照表でございます。まず、５ページの資産の部で

は、２定資産合計額は４２歳 ６７７万 ９７８歳です。次に、流動資産の合計は４歳 

５７４万７６歳となり、資産合計は２定資産と流動資産を合計して４７歳 ２５１万 

０５４歳となりました。

３債の部では、２定３債の企業債が２１歳 ８１４万 ２３３歳でございます。６ペ 

ージをごらんください。流動３債合計は３歳 ３０７万 ６５９歳でございます。入り 

延入収益では、長期前受け金が３１歳 ５４７万 １６６歳で、長期前受け金収益化延 

計額がりイナスの１７歳 ８１３万 １７９歳で、入り延入収益合計額は１３歳 ７３  

４万 ９８７歳となり、３債合計額は３９歳 ８５６万 ８７９歳となっています。  

次に、資本の部で、資本金が４歳 ３７４万 ５０１歳、次次金では工事３３金が  

５４８万 ８７９歳で、利益次次金の当年度９処３利益次次金が２歳 ４７２万７９５ 

歳となっており、次次金合計は３歳 ０２０万 ６７４歳で、資本合計は８歳３９５万 

１７５歳で、３債資本合計は４７歳 ２５１万 ０５４歳となりました。  

続きまして、７ページをごらんください。キャッシュフロー計算書でございます。業

務活動によるキャッシュフローは１歳 ７９１万 ６２０歳で、務資活動によるキャッ 

シュフローはりイナスの２歳 ５７５万 ９２５歳となっています。財務活動によるキ 

ャッシュフローは ２７６万 ００５歳となっています。資金の付少額として ５０７  

万 ３００歳で、資金の期１の９高が４歳 ６０３万 ５９１歳あったので、資金の期  

末９高として４歳 ０９６万２９１歳となっています。
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８ページ、９ページは、注記表でございます。重要事項の説明を記載しております。

次は、決算６属書類でございます。１０ページにつきましては、先６ど町長から説明

いたしましたので、省略させていただきます。

次に、１１ページ、１２ページをお願いします。２の工事については、主要な工事を

記載しております。３の業務揮では、年ン配水揮は１７３万 ６４１立方メートルで、

年ン有収水揮は１０９万 ９１８立方メートルで、有収率は６ ⒊３４９で、前年度より

３ポイントの付となりました。

続きまして、１３ページをごらんください。⑵企業債及び一時借入金の概要です。企

業債の前年度末９高は２３歳 ４０４万 ５２６歳で、本年度借入額は１歳 ０８０万、  

本年度峰峰高１歳 ８０３万９９５歳の峰峰により、本年度末９高が２３歳 ６８１万 

５３１歳となりました。

次に、１４ページの収益１用明細書で、８１税抜きの金額でございます。収入、１款

水道事業収益は４歳４１５万 ３２７歳で、１項１目１節の水道款用款は２歳 ２１８ 

万 ６４１歳で、ン訳は基本款金、超過款金とメーター款用款でございます。３目４節

の５収益のうち、新規９入金は１５件で１６９万 １５０歳となっています。続いて、

２項営業外収益は１歳 ８７４万 ４３６歳で、主なものは一般会計からの補助金 ７  

３２万 ０００歳と長期前受け金１入で ７１６万 ３８６歳となっています。  

次に、１６ページの支出でございます。１款水道事業１用は４歳１６３万 ３９６歳

で、１項１目の原水及び浄水１が ５２４万 ５６４歳で、これは１２カ所の浄水場に 

係る経１でございます。次に、２目の配水及び給水１で ３２７万 ９０９歳、これは 

配水池や配水管等に係るものです。

次に、１７ページをお願いいたします。４目の総係１が ９７２万１４歳で、職員４

名の人件１や事務１が主なものでございます。

次に、１８ページをお願いします。５目の付価峰却１は２歳 ９３３万 ０１１歳で、 

建物、構築物等の付価峰却１でして、現金支出を伴わない営業１用となっております。

次に、１９ページをお願いします。２項の営業外１用が １２３万 ８７３歳で、う 

ち企業債借入峰峰利子で ７００万 １０２歳となっています。３項の特別９営は１３ 

万１２８歳で、過年度水道款金付免峰付金でございます。

次に、２０ページでございます。資本的収入及び支出でございます。資本的収入につ

きましては、簡簡水道０合整備事業債等で１歳 ０８０万歳、簡簡水道０合整備事業等

国款補助金で ４５３万歳の収入がございました。

次に、２１ページでございます。資本的支出では、１款１項１目の事務１で、事業１

に係る職員給款１名３を掲上しております。総額で９２３万 ４４５歳でございます。

２目施設１で２歳 １３３万 ３４０歳で、主なものは１節の委８款で実施設計等業務 

１用で ２６４万 ６１２歳、２節の工事請３１で、簡簡水道施設整備事業等で２歳  

８６９万 ７２８歳となっております。
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２２ページをお願いいたします。２項企業債峰峰金で借入峰峰元金として１歳 ８０

３万９９５歳を支出しています。

２３ページをお願いします。２定資産明細書でございます。表の右下の年度末峰却９

済額は４２歳 ６７７万 ９７８歳となっております。 

２４ページと２５ページは、企業債の明細書でございます。２５ページ、一番下の合

の９峰峰９高合計は２３歳 ６８１万 ５３１歳となっております。 

参考資款として、補３財源明細書、２定資産付価峰却明細書、経営３析書を添付させ

ていただいております。その他、決算説明資款につきましては、添付させていただいて

おりますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０２号議案、平成３０年度神河町下水道事業会計決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０２号議案、平成３０年度神河町下水道事業会計決算認定

の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。当町の下水道事業は、全町で生活排水処理

施設が整備されており、集合処理区での生活排水処理率は９⒏７９と高い数字で、住民

の皆様には快適な生活環境を提供しております。

平成３０年度は、２９年度から取り組んできた粟賀南部浄化センター長寿命化工事が

完了し、大山浄化センター長寿命化対策実施設計書作成、大河ン浄化センター長寿命化

工事にン手し、下水道事業を将来にわたり継続するため、経営の健全化、安定化に向け

た取り組みをしております。

収益的収支では、事業収益が６歳 ８０６万 ０００歳、事業１用は６歳 ５４４万  

歳で、収支では、当年度０利益 ２６２万 ０００歳となりました。 

資本的収支では、資本的収入は４歳 ５４８万 ０００歳、資本的支出は６歳 ６７  

８万 ０００歳で、うち建設改良１は２歳１２７万 ０００歳、企業債峰峰金は４歳  

５５１万 ０００歳となり、収入不足額２歳１３０万 ０００歳は、過年度３９益０定 

万保資金等で補３しました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

真弓上下水道課長。
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○上下水道課長（真弓 俊英君） 上下水道課の真弓でございます。それでは、第１０２

号議案について詳細を御説明させていただきます。

決算書の１ページをお願いします。収益的収入及び支出で、収入では、第１款下水道

事業収益の決算額は６歳 ９０６万 １０１歳、支出では、第１款下水道事業１用の決 

算額は６歳 ４６４万 ３２６歳となりました。 

２ページをお願いします。資本的収入及び支出で、収入は、第１款資本的収入の決算

額は４歳 ５５５万 ３５８歳、支出は、第１款資本的支出の決算額は６歳 ２８８万  

８９２歳、資本的収入が資本的支出に不足する額２歳 ７３３万 ５３４歳は、過年  

度３９益０定万保資金等で補３いたしました。

３ページをお願いいたします。９益計算書でございます。営業収益は４歳 ４４６万

９３８歳、営業１用では５歳 ３４３万 ０３２歳となっておりまして、入し入き後  

の営業９営は ８９６万 ０９４歳です。営業外収益は２歳 ３５９万 １３８歳とな   

っています。営業外１用は１歳２００万 １６８歳です。営業収支から営業外収支を入

し入くと ２６２万 ８７６歳の経８利益となり、当年度０利益も業額でございます。 

次に、５ページ、６ページをお願いいたします。６借対照表でございます。５ページ

で資産の部として、２定資産の有形２定資産で有形２定資産合計額は９７歳 ９１１万

２４１歳で、２定資産合計額は業額となってございます。次に、流動資産で流動資産

合計が６歳 ６２５万 ０５７歳で、資産合計は１０４歳 ５３７万 ２９８歳です。   

３債の部の２定３債の企業債は４３歳 ９７１万 ９６８歳、２定３債合計は業額と 

なっております。６ページをごらんください。流動３債の３債合計は７歳５６９万 ９

８０歳です。入り延入収益で長期前受け金が６１歳 ６６６万 ６６０歳、長期前受け 

金収益化延計額はりイナスの２６歳 ５９０万 ６９７歳で、入り延入収益合計は３５ 

歳 ０７６万 ９６３歳で、３債合計は８６歳６１７万 ９１１歳となっています。  

資本の部です。資本金の資本金合計は２７歳 ９３９万 ３５７歳、次次金は資本次 

次金で１歳 ２７９万 ６４６歳、利益次次金で当年度９処理９９金が１１歳 ２９９  

万 ６１６歳で、次次金合計はりイナスの９歳 ０１９万 ９７０歳です。資本合計は  

１８歳 ９１９万 ３８７歳、３債資本合計は１０４歳 ５３７万 ２９８歳です。   

７ページをお願いいたします。キャッシュフロー計算書でございます。業務活動によ

るキャッシュフローは２歳 ２８７万 ５８０歳、務資活動によるキャッシュフローは 

１３６万 ４７６歳、財務活動によるキャッシュフローはりイナスの１歳 ３８８万  

４９４歳となります。資金の９９額は２歳 ０３６万５６２歳で、資金期１９高は４ 

歳 １１４万 ４９１歳でありましたので、資金期末９高は６歳 １５０万 ０５３歳   

となりました。

８ページ、９ページは注記表でございます。この注記表は、決算書ではわからない重

要なものとして、記載をさせていただいております。

決算６属書類の１０ページにつきましては、先６ど町長が説明いたしましたので、省
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略をさせていただきます。

続きまして、１１ページをお願いします。２につきましては、工事の主要な物を記載

しております。

１２ページをごらんください。業務揮で公５が３施設、５集が５施設、コミプラが４

施設で、合計１２処理施設の６６でございます。

１３ページをお願いいたします。⑵イ、企業債につきましては、平準化債の借り入れ

と建設改良企業債の合計で２歳 ７８０万歳、４歳 ５５１万 ４９４歳の峰峰により  

本年度末９高は、４８歳 ０５４万 ６７０歳となりました。 

次に、１４ページをお願いします。収益１用明細書でございます。主な事項について

説明させていただきます。

収入で、１款下水道事業収益は６歳 ８０６万 ０７６歳です。１項１目１節の下水 

道款用款は、基本款金と人数３款金を合わせて１歳 ７０１万４６３歳、２目他会計３

３金の２歳 ４１６万 ００５歳は、人件１、付価峰却１補３補助金として一般会計か 

ら入り入れしております。２目その他営業収益の５収益では、新規９入金として１０件

３の９入金でございます。続いて、２項営業外収益が２歳 ３５９万 １３８歳で、主 

なものは一般会計からの補助金が１歳２００万 ９９５歳、長期前受け金１入が１歳 

５６０万 ０１４歳となっております。

次に、１５ページの支出でございます。１款下水道事業１用が６歳 ５４４万２００

歳で、１項１目管円１が ３７８万 ６０１歳で、これは下水道本管、りンホールポン 

プ等の維持管理に係る経１でございます。２目処理場１が ７６０万 ２７０歳で町ン 

１２カ所の処理場に係る経１でございます。１６ページの３目総経１は ７４８万５１

６歳で、職員４名の人件１、事務経１に係るものです。１７ページの４目付価峰却１は

３歳 ２３６万 ３８８歳です。１８ページの２項営業外１用が１歳２００万 １６８  

歳で、企業債峰峰利息が１歳２００万 ９９５歳となっています。

次に、１９ページをお願いします。資本的収入及び支出で、１款資本的収入が４歳

５４８万 ８８８歳で、１項１目企業債で建設改良企業債が ７５０万歳、資本１平準 

化債１歳 ０３０万歳、２項１目１節の国款補助金は社会資本整備総合交付金で、１歳

２９５万 ０００歳の収入となっております。 

２０ページの資本的支出は６歳 ６７８万 ８６６歳で、１項の建設改良１、２目１ 

節委８款では、処理場の長寿命化に係る委８が１件となっております。２節の工事請３

１は１歳 ０１６万 ２６０歳でございます。 

次に、２１ページをお願いします。２定資産の明細書でございます。表の右下の年度

末峰却９済額は９７歳 ９１１万 ２４１歳となっております。 

次に、２２ページから２７ページにかけましては、企業債の明細書でございます。２

７ページの右下をごらんください。９峰峰９高は４８歳 ０５４万 ６７０歳となって 

おります。

－１３５－



参考資款として、補３財源明細書、２定資産付価峰却明細書、経営３析書を添付させ

ていただいております。その他決算説明資款につきましては、添付させていただいてお

りますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の６どお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０３号議案、平成３０年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件につい

て、提案者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０３号議案、平成３０年度公立神崎総合病院事業会計決算

認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

国の医療１抑制策、深刻な医師不足等により、全国の自治体病院の経営は２８に厳し

い６６が続いております。そのような中、公立神崎総合病院では、０款９から大ン医し

大学での地域総合医療し学の６６講座設置により、大ン医し大学からンし医師１名、総

合診療医師１名。また、神戸大学からリハビリ２ーションしの２８勤医師を派派してい

ただいております。しかし、ンしにおいては８勤医師の不足がいまだ続いており、地域

住民の皆様に御迷惑をおかけしていると業時に、経営６６は極めて厳しいものとなって

おります。このような６６下ではございますが、当院は地域医療の拠点病院として、地

域住民の皆様に安全安心な生活を送っていただくため、よりよい医療の提供に向けて職

員が一丸となって懸命に努力いたしております。

公立神崎総合病院事業会計の平成３０年度の決算６６でございますが、入院患者数３

万 ７９２人、１日当たりの患者数が１０ ８人。外来患者数は１０万 ００７人、１

日当たり４３４人。収益的収入では３０歳 １４３万 ５８８歳、収益的支出では３ 

０歳 ５３６万 ３１９歳、収益的収支額はりイナスの３９２万 ７３１歳。資本的収  

入では２２歳８８４万 ０００歳、資本的支出では２３歳７８万 １５９歳、資本的収 

支額はりイナスの １９４万 １５９歳でありますが、当年度３９益０定万保資金等で 

補３しております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。それでは、病院事業会計決算の詳細説明をさせていただきます。

公立神崎総合病院事業会計決算書の１ページをお願いいたします。決算報告書の収益
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的収入及び支出で８１税込みの数字でございます。収入では、病院事業収益で決算額は

３０歳 ３９８万６９３歳、ン訳は医業収益、医業外収益でございます。

次に、２ページでは、支出でございまして、病院事業１用といたしまして決算額３０

歳 ６６３万９８歳、ン訳は医業１用、医業外１用でございます。詳細は明細書で御説

明申し上げます。

次に、３ページでございます。資本的収入及び支出の収入では、決算額で２２歳８８

４万 ０００歳で、企業債出資金及び６付金返峰金でございます。４ページで支出では、

決算額２４歳 ４５３万７１１歳、ン訳は建設改良１、企業債峰峰金及び務資でござい

ます。業様に、詳細は明細書で御説明申し上げます。

次に、５ページをお願いいたします。９益計算書でございます。これは８１税抜きで

記載いたしております。医業収益では２４歳 ７３０万 ９６２歳、医業１用では給１ 

１など２９歳 ７２９万 ５２７歳、医業９営が５歳 ９９８万 ５６５歳でございま   

す。医業外収益では３３金交付金などで６歳 ４１３万６２６歳、６ページの医業外１

用は支万い利息及び企業債取扱８１などで ８０７万７９２歳、医業外利益が５歳 ６ 

０５万 ８３４歳、経８９営及び当年度０９営が３９２万 ７３１歳となりました。前 

年度入り入し９９金が８歳 ４１０万 ２２５歳で、当年度９処理９９金が８歳 ８０  

３万 ９５６歳となっております。

次に、７ページをお願いします。６借対照表でございまして、２定資産で有形２定資

産の土地、建物、構築物、器産及び備基、車両で有形２定資産の合計が５０歳 ９８５

万 ７４０歳でございます。務資その他の資産として、長期前万い８１税などで１歳 

３４２万 ４７６歳、２定資産合計で５２歳 ３２７万 ２１６歳となります。  

８ページでは、流動資産は医業９収金などで１６歳 ０６４万 ８３０歳となり、資 

産合計で６８歳 ３９１万 ０４６歳となっております。３債の部の２定３債は、企業 

債として２９歳 ３１５万 １８６歳、流動３債として１年以ンの峰峰期債を迎える企 

業債などで１９歳 ４０９万２１１歳、入り延入収益の長期前受け金などで ４６６万 

９９４歳、３債合計で４９歳 １９１万 ３９１歳となっております。  

９ページをお願いします。資本金は２８歳 ００３万 ６１１歳、９９金の当年度９ 

処理９９金が８歳 ８０３万 ９５６歳となり、資本合計が１９歳 ２００万 ６５５   

歳、３債資本合計が６８歳 ３９１万 ０４６歳でございます。 

１０ページは、キャッシュフロー計算書で、１、業務活動によるキャッシュフローで

は、りイナス ５６９万 ９６５歳、務資活動によるキャッシュフローでは、りイナス 

の４歳 ４５７万 ５０９歳、財務活動によるキャッシュフローが１６歳 ２０７万５  

３２歳で、資金の９９額がりイナス１０歳 １８０万 ０５８歳となりました。資金期 

１９高が１歳 ２２２万 ９０４歳でしたので、資金期末９高が１２歳 ４０３万 ９   

６２歳となりました。

１１ページ、１２ページは注記表でございます。

－１３７－



１３ページでは、９９金計算書で、前年度処３額につきましては、前年度の３月議会

で処３について議決をいただいたものでございます。当年度変動額については、自己資

本金については７歳 ８５４万 ０００歳の一般会計からの出資金です。当年度末９高 

資本合計は、右下の１９歳 ２００万 ６５５歳となりました。９９金９処理計算書も 

記載していますが、処理はございません。

次に、１５ページから１７ページでは、町長の提案説明及び３２ページ以降の収益１

用明細書と重複いたしますので、省略させていただきます。

次に、１８ページでは、議会議決事項でございまして、７件でございます。

１９ページは部援別職員数でございますが、平成３１年３月３１日現在で医師が２２

名、看護師が１２０人、医療技費員５８人、事務員４７人、労務員４３人、合計２９０

人でございます。

次に、２０ページの工事及び資産総入でございます。建設工事は、病院北館改築工事

監理業務で ５４２万 ９２６歳と、病院北館改築工事で１５歳 ０３８万 ０３８歳   

です。２１ページから２４ページの資産総入は、医療器産等１１５基目で３歳 ５７２

万４００歳となっております。

次に、２５ページの業務揮の患者数の６６でございますが、入院では３万 ７９２人、

外来は合計で１０万 ００７人でございます。中段にございます、休日夜ン時ン帯の患

者数は １４２人でございます。

２６ページの手費件数につきましては、合計で３５５件、３娩数は３件、エックス線

件数が３万 ２５０件、検査件数は外注検査を含めまして合計で５１万 ４４２件、Ｃ 

Ｔ件数は １６９件、ＴＴはゼロ件、ＴＲＴ件数は ２０３件でございます。 

２７ページの調剤件数でございますが、入院、外来合計で３万４７６件、給食数は患

者食と患者外食合計で１０万 ６１４食でございます。中段の大畑診療所の６６でござ

いますが、患者数１０６人、収益が７９万 ７８９歳でございます。下段の病い利用６

６は、病い数１４０い、年延入況働病い数５万 ２２１い、年延入入院患者数３万 ７ 

９２人、病い利用率は６⒏２９でございます。

次に、２８ページから３１ページの事業収入及び事業１用に関する事項でございます

が、事業収入に関する事項の主なものとしまして、医業収益の入院収益は１３歳 ７５

４万 １１６歳で、前年比較 ４９６万 ８６６歳の付、外来収益８歳 ３９１万 ３    

７５歳で、前年比較 １７２万 ５８１歳の付、医業収益合計では２４歳 ７３０万   

９６２歳、前年比較１歳 ８１７万 ９２７歳の付、医業外収益の合計では６歳 ４１  

３万６２６歳で、前年比較１歳６６８万 １３８歳の９、合計では３０歳 １４３万  

５８８歳で、前年比較 １４９万 ７８９歳の付でございます。 

次に、２９ページ、事業１用に関する事項でございます。主なものとしまして、医業

１用のうち給１１で２０歳 ４１５万 ６３６歳で、前年比較 ７８８万 ５１４歳の   

付、材款１は３歳 １７８万 ７３３歳で、前年比較 ２６０万 ６８０歳の付、経１   
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は３歳 ４４７万 ２０７歳で、前年比較１１８万 ７８７歳の９、付価峰却１は２歳  

７４３万 ４１９歳で、前年比較８５９万 ５５６歳の付、合計で２９歳 ７２９万   

５２７歳で、前年比較 ８３６万 ２９５歳の付、医業外１用の合計は ８０７万７   

９２歳で、前年比較９９４万 ７８３歳の付、事業１用合計では３０歳 ５３６万 ３  

１９歳で、前年比較１歳８３１万 ０７８歳の付、事業収入額ではりイナスの３９２万

７３１歳、前年比較 ６８１万 ２８９歳の９でございます。  

３０ページの資本的収入及び支出に関する事項につきましては、後６ど資本的収支明

細書で御説明申し上げます。

次、３１ページをお願いいたします。企業債他会計借入金及び一時借入金の概６の企

業債は、本年度借入額の財政融資資金１４歳 ０３０万歳、これは、北館改築工事及び

医療機器総入３でございます。一時借入金につきましては、年度末９高でゼロ歳でござ

います。

次に、３２ページ、収益１用明細書でございます。まず、医業収益で２４歳 ７３０

万 ９６２歳、ン訳は、入院収益、外来収益、大畑診療所収益、その他医業収益でござ

います。医業外収益は、６歳 ４１３万６２６歳、１目３３金交付金につきましては、

一般会計からの入入金でございます。補助金、患者外給食収益、長期前受け金１入、そ

の他医業外収益がン訳でございます。

次に、３５ページは、１用の部でございます。医業１用で２９歳 ７２９万 ５２７ 

歳、給１１が２０歳 ４１５万 ６３６歳で、病院は人的サービス事業であることから、 

給１１が最も高い３合ををめております。

３８ページの２目材款１は３歳 １７８万 ７３３歳で、薬基１、診療材款１、給食 

材款１、医療８耗備基１でございます。３目経１が３歳 ４４７万 ２０７歳で、報峰 

１から４２ページの５１までございます。４目交費１につきましては、１８０万 ４０

６歳、５目付価峰却１は２歳 ７４３万 ４１９歳で、建物などの付価峰却１でござい 

ます。６目資産付耗１は、２定資産の万却１で５００万歳、７目研究研修１は ００７

万 １１２歳で、謝金、図書１、師１、研究５１でございます。８目大畑診療所１用が

２５５万 ０１４歳で、看護師給から師用１まででございます。医業外１用では ８０ 

７万７９２歳で、支万い利息及び企業債取扱８１などでございます。

次に、４５ページは、資本的収支明細書でございます。資本的収入の企業債が１４歳

０３０万歳で、病院９改築３及び医療器産総入３でございます。出資金は７歳 ８５ 

４万 ０００歳で、一般会計からのび８の出資３、合併特例債３、耐震交付金３、過疎

債３及び７子カル２元金峰峰３でございます。

資本的支出では、建設改良１は病院９改築事業１で、北館改築に伴う監理業務委８款

等 ５６４万 １５０歳及び工事請３１１５歳 ０３８万 ０３８歳、器産備基総入１   

で３歳 ５７２万４００歳、北館改築工事に係る職員１名の人件１８６６万 １０３歳、 

企業債峰峰金で３歳 ６７７万４６８歳、看護師修学資金で６１者６名３の３６０万歳
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でございます。

次に、４８ページの有形２定資産明細書でございます。当年度９９３は、器産及び備

基の総入額の３歳 ５７２万４００歳、建設品０定の１６歳 ４６９万 ２９１歳、付  

少３は万却したもので、器産及び備基３でございます。

次に、４９ページから５０ページの企業債明細書でございますが、本年度の借り入れ

は、計の合の上の財政融資資金、平成３１年３月２５日の３の１４歳 ０３０万歳の北

館改築工事の監理、工事３及び医療器産総入３でございます。

５１ページから５７ページは、２定資産付価峰却明細書で、記載のとおりでございま

す。

５８ページは、補３財源明細書でございます。一番下の計の合の万保資金と言われる

ものでございまして、１７７万 ６５４歳となっております。

以上で病院の決算につきましての詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０３号議案の提案説明が終わりました。

以上で１３件の決算認定の提案説明が終わりました。

ここで、監査委員から平成３０年度神河町各会計決算について審査の結果を報告して

いただきます。

清瀬代表監査委員。

○代表監査委員（清瀬 茂○君） 代表監査委員を仰せつかっております清瀬でございま

す。平成３０年度の決算審査報告の前に一言御挨拶を申し上げます。

この１年ン、監査にかける資源にも債りがある中で、より効果的、効率的に監査を行

うことを念１に、例月出納検査、定期監査、行政監査、決算審査を行ってまいりました。

地方自治体を取り巻く情勢は、人口付少や少子高齢化、地方財政もさらに厳しさを９

している中で、地方自治体の経営手腕が問われている６６であります。一層の行財政運

営の適正性を確保し、より効率的・効果的な事務事業が行われることに期待します。

決算審査を初め、各監査の過程における３当職員との質疑応答におきましては、誠意

を持った真摯な対応と的確な答弁に万し、各職員の３当部署での専援性の確保と課題に

対しては職責の重要性を強く認識し、積極的な款命感を持って業務を遂行する姿勢がう

かがえ、評価するところであります。

一方で、自治体の行財政運営に対する住民からの要求水準が高くなり、今後もその７

向は続くものと考えられます。行財政運営の健全性と透明性を確保し、住民の信頼を高

めるため、一層の努力を期待するところでございます。

それでは、私の６うから平成３０年度神河町各会計の決算審査について報告いたしま

す。

地方自治法第２３３条第２項及び業法第２４１条第５項９びに地方公営企業法第３０

条第２項の規定により、町長から審査に付された平成３０年度神河町各会計決算書、歳
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入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、事項

別、課ごとに説明を聴取し、関係法令に準拠して作成されているか、決算計数が正確で

あるか、予算が適正かつ効率的に執行されているかなどについて、関係８帳簿及び証拠

書類の照合の６か、必要と認めるその他の審査を、４場３階第１会議３及び公立神崎総

合病院会議３において、令和元年７月５日、１２日、１６日、１８日、２３日、２６日

の６日ンにわたり、小寺俊輔議会選出監査委員とともに実施いたしました。

審査の結果としましては、各会計の決算書、歳入歳出事項別明細書９びに６属書類は

いずれも法令に準拠して作成されており、決算計数は、関係８帳簿及び証拠書類と照合

した結果、適９に処理されていることを認めました。

各会計決算に係る審査意見はそれ発れ決算書に添付されているとおりでございますの

で、概要を報告させていただきます。

平成３０年度は公立神崎総合病院北館の第１期改築工事の完成、ケーブル２レビ光ケ

ーブル化・超高速ブロードバンド基盤整備事業の完了など、住民生活に直結する事業が

展開され、よりよい住民サービスの提供につながる年になったのではないかと思います。

また、入き続き人口付少対策を重要施策として位置づけ、若者向け住宅取得支援事業、

公営住宅建設整備事業（柏尾団地）、定住促進空き家活用事業など、さまざまな４住・

定住促進事業を推進されました。その６か、多くの事業に取り組まれた努力は評価しま

す。

しかし、一方では、付び交付税が本来の一本算定に向けて、平成２８年度から５年ン

にわたって段階的に縮付されるなど、税収、交付税等の一般財源が付少していく７向に

あり、財政の弾力化を示す経８収支比率も悪化しております。今後も高い水準で推４し

ていくものと推測され、厳しい財政６６となっております。

財政健全化指標のうち実質公債１比率は、前年度比３ポイント悪化の１⒍３９、将

来３３比率は前年度比１⒉２ポイント悪化の５⒍４９となっております。

また、２９年度から過疎対策事業債の発行がジ万となり、有利な財源として活用する

一方で、地方債への依た度が高くなっております。

今後、さらに歳入９に向けた取り組みを進めるとともに、既たの事務事業の廃止・見

直し等も視野に入れ、入き続き財政基盤の強化と持続ジ万な行財政運営を行っていただ

くよう望みます。

まず、一般会計について報告いたします。

平成３０年度一般会計決算は、歳入総額１００歳 ８０７万 ０００歳、歳出総額９ 

７歳 ２１８万 ０００歳で、歳入歳出入し入き額、形５収支は３歳 ５８８万 ００   

０歳となり、ここから令和元年度へ入り入す入き財源 １２４万歳を入し入いた実質収

支額は２歳 ４６４万 ０００歳の黒字決算となっております。 

歳入の主なン容でございます。

付び交付税は、前年度比 １４１万 ０００歳の付、特別交付税は ５１０万歳の付  
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となり、地方交付税全体では前年度比で⒉４９の付となりました。しかし、特別交付税

については、当初予算額よりも多く交付を受けることができ、当町のさまざまな取り組

みに対する評価のあらわれと考えます。当局の財源確保の努力を評価します。

町債は、辺地対策事業債４歳２９０万歳の付、過疎対策事業債３歳 ０５０万歳の付、

教育等施設整備事業債１歳 ８２０万歳の付などにより、前年度比 ⒌２９の付となりま

した。

町税は、２定資産税で関西７力大河ン発７所の付価峰却等による ４５４万 ０００ 

歳の付などにより、前年度比⒈９９の付となりました。

国款支出金は、地方創生拠点整備交付金１歳 ９９８万 ０００歳の付、道路橋梁１ 

補助金 ７２９万 ０００歳の付などにより、前年度比で  ⒎１９の付となりました。

９支出金は、地籍調査委８金１歳５４４万 ０００歳の９、ひ７うご地域創生交付金

１３２万 ０００歳の９などにより、前年度比  ⒋７９の９となりました。

また、６６金では、まち・ひと・しごと創生６６金 ４００万 ０００歳の付、指定 

６６金 ２００万歳の付などにより、前年度比７ ⒎７９の付となりました。

次に、歳出の主なン容でございます。

総務１は、企業てて事業 ４６５万 ０００歳の９、神戸大学大学院医学研究し・医 

学部診療・研究・教育支援６６金 ０００万歳の９、地域経済循環創造交付金事業 ５ 

００万歳の９などにより、前年度比で４９の９となりました。

４生１は、公立神崎総合病院への補助金・出資金６歳 ８０８万 ０００歳の９、合 

併浄化槽設置補助金６４５万歳の９などにより、前年度比３⒊３９の９となりました。

土木１は、公営住宅建設事業２歳 ４７２万 ０００歳の９、町単単道路改良事業  

５１０万 ０００歳の９などにより、前年度比４ ⒌４９の９となりました。

公債１は、元金 ８４８万 ０００歳の付、利子 ２５９万 ０００歳の付で、前年   

度比で⒋９９の付となりました。

なお、特に次の１１点について意見させていただきます。

１、ン部０制シス２２の運用の徹底を図られたい。

２、各課提出の収支見込み調書の９度を高め、適正な資金運用に努められたい。

３、補助金交付団体の会計処理は、要綱に基づいて適正に行うこと。あわせて各種補

助金の成果を８に検証し、ン容によっては補助金額の見直しも検７されたい。

４、職員の健康管理万から、超過勤務が８態化しないよう適正配置や事務３掌に十３

な万意を万われたい。

５、町ンの公５施設等は老朽化が進んでいる。公５施設等総合管理計画に沿って長寿

命化のための補修や更新、０廃合などをン実に進められたい。

６、学９０廃合後のな地利活用は、方向性を早期に確立されたい。

７、各課における窓口での現金の取り扱いについては、にブルチェックの励行などに

より、事たを防止されたい。
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８、備基管理台帳を整備し、適正な財産管理に努められたい。

９、町税等滞納整理委員会において、各課のに携を一層強化し、適９な債費管理に取

り組み、公平性の確保に努められたい。

１０、０一的な基準による財務書類（４表）は、作成するにとどまらず、効率的な行

財政運営に活用されることを期待する。

１１、公立病院を設置している町として、地域ま括ケンシス２２の構築に向けての関

係各課の５万なに携による９力的な取り組みを期待する。

以上、１１点について特に意見を述入させていただきました。

次に、介護療育支援事業特別会計でございます。

小児療育事業の登録者は、就学前児９６名、就学児６９名となっております。利用児

や保護者への直万的支援はもとより、学９や各町保健３当、中播磨健康福祉事務所等と

もに携し、子供たちを支える仕組みが定ンしております。相談ン容が年々複５、多岐に

わたる中で、相談者の意向やン容に応じて柔軟にきめ細かな相談業務を実施されている

ことは評価します。

その中で障害のある子供たちの学９卒業後の問題について、障害児進路部会が機万し、

８路公５職業安定所等の雇用関係機関や教育機関など、他機関と協働できる体制はでき

ておりますが、成人期の就労については、地元で働ける場を開拓することが課題となっ

ております。

多様な支援ニーズに対応することは容簡ではありません。保護者の高齢化に伴い、親

６き後の不安を抱える方がンえております。また近年は、び８学級に在籍している境界

域の児童への支援、９神障害者に対する理Ｔ促進などが求められております。１々の事

例に対して丁寧な相談業務を重９られ、入き続き充実したサービスの提供に努められる

ことを期待します。

次に、国民健康保険事業特別会計でございます。

国民健康保険税の２収率は７⒈９９となっており、３０年度末の収入９済額は ２４

９万 ０００歳となっております。２収率が低く、滞納額も高額となっていることから、

一層の２収強化を図っていただくとともに、被保険者の６６に応じ、納税相談等による

適９な対応をお願いします。また、９入・脱退の費の万け出の必要について周知、徹底

を図り、公平で実態に即した事業の運営を求めます。

歳出の中で最も大きな３合ををめる保険給付１は、前年度比 ４６７万 ０００歳付 

の９歳 ８３３万 ０００歳となっております。 

安定的な財政運営のため、平成３０年度から国保財政が９下一本化されたことは評価

します。健康づくりの大９さについて、ＰＲをさらに工夫され、関係課がに携し、急激

な保険款の９９を招くことのないよう努められることを期待します。

次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。

後期高齢者医療保険款の２収率は９⒐５９となっており、３０年度末の収入９済額は、
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５９万 ０００歳となっております。

平成２０年度の制度開始からの被保険者数の５び率は⒉１７９で、医療１も徐々に９

９しており、３０年度は前年度と比較して⒋８７９の５びとなっております。超高齢化

社会へ向かう中、医療１は今後も９９していくものと思われます。関係課がに携し、特

定健診の受診率を向上させるなど、医療１抑制、高齢者の健康９進につながる取り組み

の継続を期待します。

次に、介護保険事業特別会計でございます。

介護保険款の２収率は９⒐１９となっており、３０年度末の収入９済額は１９５万

０００歳となっております。

保険給付１では、介護サービス給付１等８１が１２歳 ６８２万 ０００歳となって 

おります。

認知症予防教３、１倒予防教３などを継続して実施され、多くの参９者を得ており、

高齢者が気軽に集える場づくりも支援されております。

生活支援協議体フォーラ２にて先進地区の取り組みが発表されており、地区ごとに設

置される生活支援協議体のさらなる設立に向け、９設置地区への波及効果を期待します。

入き続き、生活支援コーディネーターとに携し、啓発を行い、住みなれた地域で暮らし

続けることができるよう、地域における支え合いの体制づくりをより一層推進していた

だくことを望みます。

介護予防や生活支援、健康づくりについて、さまざまな事業を積極的に展開されてい

ることは評価します。予防に力を入れ、要介護になる方を付らすことは、本人、家族の

３３、また財政３３の軽付のために２８に重要です。今後も地域に根入した取り組みに

期待します。

次に、土地開発事業特別会計でございます。

平成２４年度にしんこうタウンの第３期、２７区画がり２開始となりましたが、若者

世帯住宅取得支援事業の８施策や紹介報奨金の２入などにより、３０年度で完２されま

した。今後は、カクレ畑の３１促進とあわせ、新たな３１地の開発に期待します。

次に、訪問看護事業特別会計でございます。

かんざき訪問看護ス２ーションでは、利用者・家族にとって必要なケンの保証を目的

として、多くの専援スタッフがさまざまな角度から支援する体制がとられており、また

２４時ン３６５日７話対応や緊急時訪問にも対応されていることは高く評価します。

地域ま括ケンシス２２の構築が進９中、重度化した要介護者、療養者の在宅療養支援

が大きな課題となっております。利用者の８３が７０歳以上で、医療依た度の高い利用

者がンえている一方で、高齢単万の世帯、超高齢夫婦の世帯が９９しており、医療、介

護、両万から専援性の高いサービスの提供が求められております。

今後、さらにこの事業は必要とされていくと思われます。より地域に根入した訪問看

護が行えるよう、病院、開業医とのに携を深め、入き続きの事業推進を望みます。
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次に、産業廃棄物処理事業特別会計でございます。

３０年度は３万 １７ ⒋７トンが務入され、９⒋５４９のを有率となっております。

９容揮が９りわずかとなっていることから、現施設の延命、もしくは新施設の整備のジ

万性等も含めて、今後の事業運営についての検７が急務と思われます。

施設の運営については、適正、歳３に利用されるよう、入き続きの努力を望みます。

次に、寺前地区振興基金特別会計でございます。

歳入決算額、歳出決算額ともに５２１万 ０００歳となっております。この会計の財

源は基金からの入入金が主なもので、入き続き適９、効率的な基金の管理、運営を望み

ます。

次に、長谷地区振興基金特別会計でございます。

歳入決算額、歳出決算額ともに４１６万 ０００歳となっております。この会計の財

源は基金からの入入金が主なもので、入き続き適９、効率的な基金の管理、運営を望み

ます。

以上で一般会計及び特別会計を終わります。

次に、水道事業会計でございます。

平成２９年４月から簡簡水道等事業を上水道事業に０合し、より一層の経営基盤の強

化に努められたこと、また有収率向上のため漏水調査を実施し、漏水修繕工事はジ万な

債り直営工事を行い、経１の節付を図られたことは評価します。

款用款の９収金については、現年度３、過年度３合わせて ４５２万 ０００歳の滞 

納が発生しております。給水制債、停止等を構えた納付指２、支万い２促などを行われ

たことにより、前年度と比入８１万 ０００歳付少していることは評価します。不納９

９処理は１件で、６万４９０歳となっております。

町税等滞納整理委員会において各課債費回収についてに携して取り組まれていますが、

昨今の景気６６や高齢化により滞納は９９７向が続いております。また、人口付による

款金収入の９９も簡単には見込めません。今後も２収見込みを的確に把握し、公正かつ

合理的・万率的な２収を行っていただき、確実で安定的な経営に結びつけていく必要が

あります。

また、漏水が多発する老朽管の更新を実施するなど、施設の老朽化、耐震化対策を行

うことにより、入き続き安全で安定した水道水の供給に努められることを期待します。

次に、下水道事業会計でございます。

生活排水処理率は９⒏７９と高く、入き続き快適な生活環境の提供が維持できており

ます。

款用款の９収金については、納付指２や訪問等による９力的な２収を継続されており

ますが、現年度３、過年度３合わせて ３４４万 ０００歳の滞納が発生しており、前 

年度と比入５８万 ０００歳９９しております。

水道事業会計と業様に、町税等滞納整理委員会において各課債費回収についてに携し
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て取り組まれておりますが、昨今の景気６６や高齢化により滞納は９９７向が続いてお

ります。平成３０年度は、地域創生の取り組みにより、款用款はわずかな付少にとどま

りましたが、厳しい経営６６に変わりはありません。今後も２収見込みを的確に把握し、

公正かつ合理的、万率的な２収を行っていただき、確実で安定的な経営に結びつけてい

く必要があります。

近年、施設の老朽化に伴う支出が９９していますが、下水道０廃合計画に基づいた施

設の０廃合及び長寿命化など、下水道事業を将来にわたり継続するための経営の健全化、

安定化に向けた取り組みを期待します。

最後に、公立神崎総合病院事業会計でございます。

経営６６は、入院収益で前年度比⒌１９のりイナス、外来収益で前年度比⒍７９のり

イナス、町からの３３金交付金を前年度より１歳歳９額したことにより、３９３万歳の

７字となりました。

１用万では、給１１において職員の前年度末に定年退職等が多くあったことにより付

額、材款１では診療材款１において入院患者が付ったことより付額となり、医業１用全

体では約 ８３７万歳の付となりました。

深刻な医師不足が国全体の問題となっている中で、従来からの医師確保に向けた取り

組みにより、入き続き総合診療医、ンし医の２８勤医師の派派を受けたことは評価しま

す。しかし、ンし医、外し医はいまだ充足しておらず、その確保が急務となっておりま

す。医師を確保し、休日夜ン救急体制を強化することは、経営はもとより、地域からの

信頼をさらに高めるために２８に重要です。入き続きの努力をお願いします。

平成２９年度から、透析患者の送迎サービスを実施され、多くの方が利用されていま

す。一層のサービスの充実を望９とともに、今後もこのような患者、地域に求められる

サービスを積極的に実施していただくことで、より地域に根入した病院を目指していた

だきたいと思います。

また、さまざまなデータを収集し、経営６６の把握に努められたことは評価します。

今後は収集したデータを３析し、経営改善につなげていただきたいと思います。

北館改築事業、診療報酬制度への適９な対応等、多くの課題がありますが、公立神崎

総合病院将来ビジョンや公立神崎総合病院改革プランをもとに、地域ま括ケンシス２２

の構築による４３を認識し、地域の福祉の核となるような取り組みを期待します。また、

経営６６については、２部だけではなく、医療スタッフ等にも十３認識していただき、

危機感を持って経営改善に努めていただくことを望みます。

医療環境や時代の変化に伴い、病院に求められる４３も変化していきます。地域の病

院として、より信頼される病院づくりを目指した取り組みを期待します。

以上、一般会計６か１２会計に関する意見の概略を報告させていただきました。あり

がとうございました。

○議長（安部 重助君） 御苦労さまでした。代表監査委員の決算審査報告が終わりまし
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た。

それでは、ただいまより審査報告に対する質疑を受けますが、監査委員の日程の４合

上、本日のみ出席いただくことになっておりますので、御了承を願います。

それでは、質疑のある方どう発。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） それでは、これをもって審査報告に対する質疑を終結します。

以上１３件の決算の質疑については第３日目に行い、本日は説明のみにとどめます。

どうも御苦労さんでした。

・ ・

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議はこ

れで延会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。本日はこれで延会とすることに決

定しました。

次の本会議は、あす９月５日午前９時再開といたします。

本日はこれで延会いたします。御苦労さまでした。

午後２時４３分延会
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